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1．土台・骨組がすべてil雅量形鋼で堅牢軽量です。

基礎杭などの必要はなく，地ならしだけで建てられます。

2．壁・屋根がパネル式で，組みたて・解体が簡単です。
すべての規格が統一されていて，応用自在です。

3．収容人員に応じて，奥行の伸縮が可能です。
4．上段ベットを外し，通路の形鋼に乗せれば平家建となります。

亨られます。
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営 業品目

①アサヒのワイヤローフ．⑥久保田のヂィーゼルエンヂン
②マッカラーチェンソー⑦久保田の発電機
③南星式集材機③金谷の安全タワー捲取機
④岩手富士集材機⑨山林用ハウス「キノロツヂ」
⑤トラクテルチルホール⑩その他林業機械

東京都中央区日本橋茅増町1～7麺《671）962．6～7
名古屋市中区車町2丁目1番地趣(23)代表3171～4
札幌市南一条2ノ9番地趣（3）4782．255O
秋田市亀．．ノ丁虎ノロ電（2）667．5826
前橋市細ケ沢町7番地電（2）6765

高.･山市会名田町3丁目81･番地電高山943
大阪市浪速区新川3丁目630の3番地奄(63)5721～4
釧路市松浦．町3の8麺（2）4588
北見市北・四条西6丁目.電2085
甲府市相生町6番地電（3）607O
仙台市本荒町17番地竃（22）7749．4442
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よしﾉ効果的な

伐採能力
より優秀な
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本社東京都中央区日本橘室町2の1(三井西3号20'8号）
麺諦日本.橘(241)719･720･3831･3966･5"7

営業所東京都中央区日本橘本石町3の4菊池ビルニ階
迩話日本橘（241）0381(代表）
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近代的設備・高度な技術・完全な品質管理

今すべてのチェーンソーに使用出来ます<

高砂チェン株式会社
東京都板橘区志村町1-14TEL(966)0106～9≦･-‐
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第塞ラウンド

を迎えた造林
常務理事

、＝ﾐ

ｽ塁 藤嘉数

また春がやってきて，造林に忙しくなる。ところが最近になって，織木に対する一種の沈滞的ムー

ドが漂ってきたように思われる。

さて，戦後になってからの造林の本格的開始は24，5年頃からであったが，以後，よくもあのよう

な大造林をやり続けてきたものだと思うのだ。それはたしかに，すばらしい勢いであった。

戦中戦後に抱えこんだ大造林未済地を，まず，できるだけ早い期間に解消しようとする「ﾉ､ケ山解

消造林」に取り組んだが，31年には目的を達成した。25年から7年を要したこの期間が造林の第1ラ

ウンドといえる。

その後は，天然粗悪林を改良する「林力増強造林」を進めてきた。38年まで数えると，これもまた

7年かかっている。この期間が第2ラウンドといっていい。

第1，第2ラウンドの全期を通ずる造林面積は約520万ヘクタール，年間平均にすると37万ヘクタ

ール余にのぼった。このペースは戦前の約3.5倍にあたり，諸外国の歴史にも見当たらない驚異的と

もいえる馬力であった。

ところで,第1,第2ラウンドの造林の総え方を承ると共通したものをもっていた。ふてぶてしいま

での高姿勢で突進している点である。苗木と労務者と資金によるラッシュ戦法の連続という点にある

その結果は，第1ラウンドは成功，第2ラウンドも前半は，まずことなく進行したのだが－．そ

れが，後半になると手いたいパンチを受けて，あやしくなりだした。北海道や東北地方におけるカラ

マツの先枯病，九州，四国，中国地方等のマツクイムシ，高海抜地帯の寒害などはショックが大きか

ったし，干害，風害，雪害，それに一部林業先進地の土壌の退化現象なども，相当な打撃だった。こ

れらが突発的に，あるいはじわじわと造林家に襲いかかっている。さらに，この戦法の武器だった労

務者が急速にヘリだし，賃金は上昇してやまないのである。

このように，世界一をほこった「堂の造林」にひびがはいったからには，これからは戦法は変えざ

るをえまい。

いったい何が原因でこれほど大きな割れ目ができたのか。

その主因は，技術稀薄のもとでがむしゃらに事業が進められたからだと思う。すなわち，試験研究

が造林規模拡大に追いついていけなかったこと，造林家の間に技術を軽視する風潮が強かったこと，

研究者と造林家を握手させる普及体制も貧弱だったことなどがあげられる。要するに，研究者と造林

家との相互信頼の上にはぐくまるべき技術が十分成果をあげてこなかったのである。

第2ラウンド前半頃までは，地場に存在していた旧来の伝統的技術を使って，なんとか事業を進め

てきたのだが,後半になると，それがピッタリと現場事業に合わなくなってきたともいえるのである。

しかも，これからの造林は，いよいよ自然環境も社会環境も悪い地域一一未経験地帯一に進んで

いかねばならぬことになる。

とすれば，第3ラウンドは「愛の造林」から安定性の高い質の造林，「技術尊重の造林」と姿勢を

変えることにし，新技術の開発，旧来技術の充実，普及体制の強化等に，特段の力を注がねばらない

であろう。

－1－



造林の成果を支えるもの

〔前林業講習所長〕

淡谷忠一

〔1〕

昨年の末，わたくしは旧知のX君から「帯広営

林局における標準造林地の実行について」という

本を贈られた。これは同君が十余年前，帯広営林

署の経営課長時代に，身をもって実践した造林実

行の体験と，その成果の記録である。だがここで

はその内容を紹介する積りではなく，内容の背後

に流れているものを紹介したいのである。その前

に「標準造林地」について若干の説明をしておこ

う｡筆者は昭和26年の2月から29年の9月まで,経

営部長として帯広営林局に在勤したが，26年当時

は幣広局も他局一般の例にもれず，業務はすべて

収入確保，生産第一主義で動いていた。造林はた

だ林野庁の指示のもとに，現場の実体とはおよそ

かけ離れた造林予定簿に従って，ほとんど機械的

に実行されていたと言っても過言ではない。その

年に植えた面積の2倍を越えるカラマツの野鼠被

害，改植して再び全滅させる無方針，籍(ホーキ）

のような6年生のトドマツ山行き苗，今では誰も

本当にはしないだろうが，それは局の記録にも残

っている紛れもない事実である。そこで筆者は，

不成績の第一の原因は予算の不足にある，との現

場の声にこたえて，当時の局長田中紀夫氏の全

面的な支持を得て，署の要求する造林の直接経費

は満度に配布し，自信がないなら新植面積を減ら

すこともよし，その代り造林の成果については全

責任を負うべきことを要求した。そのための経費

は，間接費を極度に圧縮したほか，林野庁の新植

割当面積を独断で減じて捻出した。面積よりも成

果を確保すべきだと信じたからである。このよう

な体制で実行された27年度の造林の実績は，局全

体としては大いに上がったが’野鼠被害防除を例

にとって個個の署を承れば，ある署では100影の

効果をあげ，ある署では前年と大差なく終ってい

る｡そして実行簿を見れば,そのいずれもが同じ作

業を同じように実行している。だが不成績の署で

は，全刈焼払いと防鼠溝構築の間に20日以上の間

をおき，降雪間際に毒餌を撒くようなことをして

いた｡他は推して知るべきである｡要は経饗の問題

よりも実行に対する意欲の問題であることが立証

された。華者はまた一方において，既往における

造林不成績の原因を調査させてゑた。その結果，

苗木不良，苗木取扱い不良，地栫え不完全，植付

不良,保育手遅れ,野鼠はじめ各種被害など’原因

はいろいろあげられるが，その中の60％以上が実

践者の意欲いかんによって排除できたはずのもの

であることが明らかにされた。そこで27年の秋か

ら局長を陣頭に，経営部長造林課長同行で各署を

まわり，署長以下全署員を集め前記の調査結果を

示して造林意欲の昂揚と造林成果向上の体制を整

えることを要請した。全署一体となってなお成果

が上らないなら，それはその署には造林の成果を

確保し得る基盤がないのだから，それが整うまで

は一時その署の造林を中止するとも公言した。そ

してその基盤の有無のテストのため，28年度の造

林予定地の中1個所は必ず経営課長が直接これを

実行し，署長以下全署の技術と意欲をこれに集中

すべきことを命じた。この課長実行の造林地が，

ここでいう「標準造林地」なのである。
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X君はこの「標準造林地」の実行に当たり，他
ノ
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いう。このようにして築き上げた実践の成果が，
造林予算についての彼の発言を権威づけ，必要経

費の獲得を有利にし，それがまた成果に寄与した
とかれは語った。パイロットフォレストは毎年多

くの視察者を迎えるが，彼等はその成果を自分達

の現場に引き比べて書こんな地形のところなら曇

、こんなに金をかけるなら、などとひそかにささ

やく。だが筆者にいわせれば，かれらはその背後

に流れているものを見ていないのである。

の署とは趣を変えて,地栫法を変えたり,植栽間隔

を変えたり潅水したり，基肥をいろいろ施したり

して，造林実行法のテストの場として応用した。

その‘テストの実績と実践の記録が前掲の本なので

ある。同君は大学を出てすぐ外地(たしか朝鮮？）

に勤務し’国有林に入ったのは終戦後である。当

時の同君は失礼ながら必ずしも練達の造林実践

者とはいえなかった。筆者は赴任間もなく同君の

管内造林地を視察し，その不成績と，成果への意

欲の欠除を非難した記憶もある。だが同君は「標

準造林地」の実践を通して実に多くのものを学ん

だO知識はその実践を通して技術として確立する

ものだとすれば，同君今日の技術の基礎と信念を

作り上げたものは，正に標準造林地の実践であっ

たといえよう。その技術と信念を基にして,後年中

標津営林署長として，かつては数回の改植によっ

ても果しえなかった穣老牛以下3団地2,500haの

カラマツ造林地の基を築き，さらには釧路営林署

長の3年間に今や全国的に有名なパイロットフォ

レストの基礎造りと2,500haの植栽をなL遂げた

のである。たが同君が標準造林地において実践し

たものは別に目新しいものでもなければ，独創的

なものでもない。本多造林学や中村造林学の教え

るところを忠実に実行しただけともいえる。そし

てその忠実さの製には，万全をつくして成果に責

任を負うという旺盛な意欲があったのである。夕

方選苗を終った苗木を積んで，夜の夜中に現場ま

で100kmの道をトラックの上乗りし，途中何度も

苗木に潅水しながら翌日の植栽に間に合わせる，

日中の勤務を終ってから50kmの道をオートバイ

をとばして現場にかけつけ，その日の実行のあと

を見きわめる。この意欲のl圧盛さが，とかく所属

ちがいの仕事には熱意を欠き勝ちな他課の運転手

に，上乗りなしでも完全に指示通りの潅水をしな

から苗木を運ばせ，内地からの出稼ざ労務者に指

示通りの作業をさせ，標準造林地の勝れた成績を

上げさせた。かれがパイロットフォレストにおい

て結実させたものは，この努力と，成果への意欲

なのである。造林時期には署長室をパイロットフ

ォレストと営林署の中間にある標茶苗畑に移し，

電話とジープで磯動的な指揮をとり，終いにはジ

ープに無線を据えて現場と署の間をとび歩いたと

〔3〕

「経済を実践する者は，切実な経済的要求から，

時には可能性を将来に見越して行動に移らなけれ

ばならないことがある。このことは国有林の拡大

造林にも当てはまる。現実の造林技術から考えて

多くの未解決の問題を抱えながら，あえて計画を

強行するのは，国の経済発展に即応した林業生産

力の増強という，国民経済上の強い要請があるか
らである。そこで林業技術者に望むことは，計画

に対す批判や議論ではなく，このような計画をす

るに至った絶対性の認識と，完遂のための技術発

展への努力である。技術は経済のよき奉仕者たる

べきものであるから｡｣これは国有林の拡大造林発

足当時，本誌の巻頭を飾った論説の一部の要約で
あり，論者はさらに「人はよく，、ドイツでは営

林署長は20年も同じところに勤めている。これで

なければ山はよくならない、というが，この考え

方は，林業経営は多年の修練とひたむきな情熱を

かたむける篤林家でなければならないとするもの

で，正に手工業時代のように，伝統と経験の上に

立った個人的専門技能を要求するものである。だ

が1人の人間にすべてを頼るやり方では資本主義

下の大経営はこなせない。経営を動かすものは個
人的技能ではなく組織である。合理的に仕組まれ

た生産の方法である。・・…･およそ近代の技術は安

価，画一性，大量生産を指|剤している。産業的発

展を目標とする林業も，このような生産性の向上

を要件としなければならない」ともいっている。

所説まことにもっともである。技術は経済に奉仕

すべきものであり，篤林家的熱心さや技能的熟練

がなくとも，画一化され組織化された作業によっ

て，所期の成果を収めることこそが，造林技術発

｜
ま

､

ぎ
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展の目標であり,産業的林業実現への道であり,確

かに農業ではある程度この目標を達成した｡だが，

経営的社会的要請を真向にかざして拡大造林を発

足させることはできても，現実の造林技術はそう

簡単には経済の奉仕者たりえなかったし，その発

展も一般技術の発展原則通りには行かなかった。

期待と現実の間の､林業ゆえのミギャップである。

このギャップを如実に示したのが，北海道での拡

大造林成果の停滞である。この停滞の中から，天

然更新への復帰の声も上がっている。造林事業に

おいては,指導理念を確立し,実践計画を組織し，

実践を命ずることは容易である。だがその実践の

成果を確保することは決して容易ではない。

の優越を説くものではない。しかし，適地を誤ら

ないスギ造林地の成果を確保するには，本多造林

学が教える技術で十分であるのに，適地とみられ

るところにも多くの不成績造林地を承るのはなぜ

か。品種その他の問題もあろうが，要は実践の成

果にかける意欲の不足である。この意欲の不足

は，技術的に困難の多い造林の実践ほど，その成

果を大きく左右する。造林技術がいかに発展し，

いかに機械化が進んでも，なおかつ工場の生産技

術と，生物を育成する造林技術の間の違いとし

て，この意欲の有無が物をいう場が残るだろう。

〔6〕

ある人は言う。昇給も昇格もほとんどエスカレ

ーター式で行なわれている今の役人に，造林のよ

うな息の長い仕事の成果を期待する方がどだい無

理なんだ。君の言うことはわかるがもう時代が違

うんだよと，あるいはそうかも知れない。意欲を

盛り上げるどころか，むしろその意欲を殺ぐよう

な人事管理や業務体制の下では，造林のような仕

事の成果は望みえないのが自然なのかも知れな

い。だが自分への評価や損得とは別に，造林の成

果そのものに責任を負い，そのためにこそ持てる

すべてを傾けつくす実践者がなければ，造林成果

の確保はおぼつかない。造林技術の現段階では，

究極的に造林の成果を支えるものは，勝れた経営

理念でもなければ計画の周到さでもない。指導要

綱の綿密さでもなければ機械力の導入でもない。

それは実践の場に関係する者の，造林の成果その

ものに責任を負う意欲である。成果に責任を負う

意欲は，時に納得の行かぬ実践命令を拒む。拒む

べしとの確信は，現場での成果の中からこそ生ま

れる。

技術と確信に裏づけられた成果への意欲，報い

を他に求めず，造林の成果そのものの中に報償を

見いだす実践者の意欲こそが，造林の成果を支え
るものである。

《
凸

〔4〕

自分の持ち山なら，実践の成果は直接自分の損

得につながる。だから持てる技術と努力のすべて

をつくして成果の万全を図る。だが最近の国有林

では署長は平均2年，課長は2.5年，担当区主任

でも3年足らずでその任地を変える。自分の実行

した造林地の成果を見極める期間ももたない。施

業計画簿や造林予定簿に計画され，予定された

通り実行していれば,良いにしる悪いにしろ,その

実践の成果についての評定をうけることがない。

成果がはっきりする頃には実践者はもうその署に

はいないのだ。署を去れば造林の成果への関心も

去り，成果の良否は実践者本人の評価に関係する

こともあまりない。この実践とその成果の無関係

が，造林実践者の成果への意欲を弱いものにして

いる。植穴掘機，植付機，刈払機等の発達が，植

付刈払の技術を画一化し組織化しえても，適期を

失した植付け，生長期を過ぎた刈払いには実効が

ない。万難を排し適期を維持し，実効ある実践た

らしむるものは実践者の意欲である。夜通しかけ

て苗木を運搬し翌朝植付けても，20日も仮値して

から植えつけても，実行簿に現れる実行の記録は

同じである。筆者は技術に対する篤林家的熱心さ

全

＆

一
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志としてではなく，広く国の方針として宣言し，

より明確にするために法律形式をとることとした

ものである。
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林 業

基本法

2．林業基本法の必要性

林業の曲り角意識は，農林漁業基本問題調査会

の答申を契機に次第に強くあらわれるようになっ

た。すなわち，国民経済の高度成長に伴ない，木

材の需要に構造変化を伴ないながら大幅な増大を

示し，供給量も価絡上昇に刺激されながら漸増し

たが､なお相対的な供給不足の事態を示してきた。

このようなことは，林業が，本来，生産期間が

著しく長期を要すること等他産業に比して生産性

の向上をはかるうえに困難を伴なうという特質に

加えて，わが国林業の経営基盤がきわめて脆弱で

あること等に由来するものであるが，最近におい

ては，供給不足に起因して木材価格が急速に国際

水準へと近づいた結果，外材の輸入量の増加が顕

著となり，むしろ，いわゆる外材インパクトとし

て作用するまでに至っている。このような木材需

給をめぐる環瑛変化のなかで，今後林業が，国民

経済の成長発展と木材貿易の開放体制に対応し

て，経済的供給力を強化し，林業の安定的な拡大

再生産を確保していくためには，林業の自然的経

済的社会的不明を克服して，林業の総生産の増

大，林業の生産性の向上を図ることが必要である

と考えられる。

ところで，わが国の林業は，国有林野事業，主

として雇用労働力による大規模の林業経営および

主として家族労働力による中小規模の林業経営の

三経営形態によって担われているが，林業の近代

化をはかるうえから，それぞれ解決を要する困難

な問題を多くかかえている。特に最近における農

山村の就業動向および磯山村民の行動様式の著し

い変化の中で，家族労働による林業経営の所得の

増大を図らなければならないという問題と雇用労

働力による林業経営の労働力を確保しなければな

らないという問題の解決を迫られているるが，そ

のためには，家族労働力による林業経営の経営規

模の瀦田性等経営椎造の脆弱性の改善と資産的保

有の性格が濃いとされる大土地所有の近代化を図

ることが特に重要であると考えられる。また，国

について

〔林野序計画課〕
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林業基本法案の第46国会への提案が確実と目さ

れ，その成立が待たれることになった。林業問題

の複雑多様性を反映し，農林漁業基本問題調査会

の「基本問題と基本対策について」の答申がなさ

れてから満3年以上を経過し，その間に農業基本

法および沿岸漁業等振興法が制定されたことを思

えば，いささかおそきに失したうらみがないでも

ないが，ここに産業としての林業の振興のための

基本的方策が定められることになったことを喜び

に思うものである。

林業基本法案の国会通過を待たずに，その全ぼ

うについてうんぬんすることは尚早であるが，林

業基本案策定の段階における林業基本法の特質な

らびに林政上の位置づけを中心に，その概要を広

く林業関係者に紹介し参考に供するものである。

a

， ｰ

1．林業基本法の性格

すでに制定された数多くの基本法から，基本法

の性格を規定することはできないが，いわゆる生

産業に関する基本法ないし振興法には，ほぼ共通

の性格が認められる。その一つは国民の権利義務

や手続を直接規定する実態法の形式をとらず，宣

言法の形式をとることであり，他の一つはその産

業が進むべき新たなる道および国の施策のあり方

を明らかにすることを内容とすることである。

本来，このような性格のものであれば，法律と

するまでのこともなく，政策大綱の閣議決定とい

う形でも足りるともいわれるが，単なる政策の意

－6－



有林野事業についても，そのあり方を明確にし

て，経営の合理化を図り，民営林業に対する施策

に対応してその機能を十分に発揮することが必要

であると考えられる。

以上にのべたように，林業が国民経済の成長発

展に対応して，林業総生産の増大および林業の生

産性の向_上を実現していくためには，従来からの

資源的側面を重視した林業政策を発展的に軽換し

て，経済政策を基調とする林業政策を確立するこ

とが要請され，ここに林業基本法の制定が企図さ

れたのである。

3．林業基本法の位置づけ

林業基本法の位置づけを明確にするため，その

土俵について，特に森林法，幾業基本法および山

村振興法等との関係を明らかにしておく必要があ

る◎

森林法は社会経済の動向を反映して漸次経済政

策的側面にも目を向け，かつ経過的に挿入された

森林組合制定を規定しているとはいうものの，資

源政策を基調とし森林施業を規制することを第一

義とする実態法であるから，経済的側面を重視し

経営および従事者に着目した林業政策の目標およ

び国の施策のあり方を明示しようとする宣言立法

としての基本法とは，政策の視点および論理を異

にするものであるから，両者は別点の法律により

措置されるのが妥当である。しかし，資源の保続

培養は林業生産の長期的継続的確保のための必要

な条件であり，経済政策の当然の前提であり，ま

た結果とされるものであるから，資源政策を否定

するものでないことはもちろん，両者は一体的に

運用されるべきものである。なお，資源政策は国

土保全上の観点からもその意義を保つものである

ことはいうまでもない。

ついで農業基本法は第22条に「国は，農業構造

改善に係る施策を講ずるにあたっては，農業を営

む者があわせ営む林業につき必要な考慮を払うよ

うにするものとすること」と規定しているが，こ

れは股業構造改善の立場から，もっぱら農家経営

の問題として関連する限りでの林業をとりあげて

いるにすぎない。したがって,林業生産,林産物の

流通および林業構造の改善等林業政策の全毅にわ

たる施策を講じ，その全般との関連において農家

の営む林業にもふれようとする林業基本法とは，

政策の範囲および角度が異なる。しかし，それぞ

れに基づく施策はいずれも艇家の営む林業の発展

を企図するものであり，両者の思想が矛盾するも

のではない。

また，山村振興は,本来,高次の複合的総合施策

によって達成されるべきものであるが，山村にお

いて重要な地位を占める林業の発展が山村振興に

直結することは当然である｡したがって,林業基本

法ではこのような前提のもとにあえて山村振興の

問題を直接的にとりあげることをしないのであ

る。

4．林業基本法の特徴

林業基本法の骨格が政策の目標および国の政策

からなり，施策の主な柱が生産，構造，流通の三

点におかれることは，腱業基本法の形式と変わら

ないが，その内容はいささか趣を異にし，林業の

特徴があらわれている。

第一に，所得政策については林業従事者の所得

の増大を図るにとどめ，均衡所得の実現を直接目

標として明示しないことである。林業において均

衡所得が問題とされる階層の主業は農業であり，

所得の均衡は農業等とあわせ達成される現実に加

え，林業は生産に長期間を要するので，均衡所得

達成の目標を具体的に措定しがたいことによるも

のである。

第二に，林業総生産の増大を政策目標として重

視することである。林産物の需要量の増大と供給

量の相対的不足の事態が今後とも継続する見通し

であり，かつ，生産量を倍増しうる余力を持つの

で，需給均衡上および所得増大上きわめて重要で

あるとの認識によるものである。ただ，林業基本

法の必要理由でのべたように，生産の増大は生産

性の向上および林業従事者の生活の向上が確保さ

れなければ達成しがたくなるものと目され，林業

政策の目標を総生産の増大，生産性の向上および

林業従事者の所得の増大の三点におき，その同時

併行的達成を目途とするものである。

第三に，国の施策として価格政策にかえて需給

政策を規定していることである。林産物は農産物

－6－
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に限定しても，奥地未開発林の開発等により国土

資源の有効利用と木材生産の持続的増大を図るた

めには国有林野事業に待たなければならないとこ

ろが多く，かつ，先にのべた需給安定，流通の近

代化施業の円滑な推進を期するうえからも国有林

野事業に期待すべきところが大きい。このように

国有林野事業は，林業全般の発展のため民営林業

を補完，調整するものとして位置づけられるごと

になろう。このことと関連して国有林野と民有林

の再編成の方向を出すべきであるとの意見もみら‘

れるが，林業では担い手のビジョンを特定しがた

いこと並びに林業基本法の性格からすれば，所有

のあり方を規定することは適切でないと考えられ

る。

のように収穣期が極限されないこと，直接的に均

衡所得の実現をとりあげていないこと，技術的困

難が伴なうこと等から価格政策を直接規定しがた

いが，価桁に直接影響を与える需給に関する施策

を大きくとりあげることとしている。需給の安定

は林業と両輪の関係にある林産物の加工業の安定

的発展を図るうえからも重視される。なお，林業

の発展は木材の流通，加工業の協調的発展なくし

ては期しがたいとの考えから，中小企業基本法等

による施策を待つにとどまらず，これら関連産業

の発達改善のための施策を積極的にとりあげるこ

ととしている。

第四に，農業に比べ構造政策のねらいが明確に

しぼられていないことである。将来の農業生産は

自立腱家によって担われることを目標としている

が，林業生産は経営の性格および態様の異なる国

有林野事業，大規模経営，中小経営によってほぼ

三分して担われており，それぞれには改善を要す

る構造的問題が内在しているとの認識に立つの

で，幟造改善のための施策は経営の形態の差異を

考慮して誰ずべきものとされたのである。したが

って，中小経営における構造改善の重点は経営規

模の拡大および協業の助長におかれるので，この

ことと農業の動向とがあいまって，半労半農林型

が主挫林従労型と専業労働型への分解が促進され

ることとなるものと考えられるので，大規模経営

の雇用する労働者のあり方が次第に変質し，大規

模経営の継続化，計画化ならびに資本装備の高度
化が避けがたいものとなる。これら両者の施策が

有機的総合的に仕組まれるほか，林業労働者の養
成および確保施策を特に重視し規定することが股

業と著しく異なるところである。

第五に，林業には民営とならんで国営事業が存

在し，施策の一環として国営事業のあり方が特記
されることがある。このことは，山林所有の沿革

にも起因するが，林業生産の経済性が自然条件に

よって決定的な影響をうけるほか，奥地山岳林ほ

ど国土保全等公益的機能の確保が重要であること

と等によるものである。したがって，経済的側面

ｒ
』

二

5．林業基本法と具体的施策

林業基本法の性格から明らかなように，基本法

が制定されるのと同時に必要な施策のすべてが措

置され，基本的問題が直ちに解決されると考える

ことはできないが，施策の改善および新政策の具

体化ができるだけ速かに準備されなければならな

い｡

基本法の制定をまつまでもなく，すでに改善さ

れた施策も少なくないが，なお今後に待つべきも

のが多く，さしあたり，林道開設の強化，造林の，

推進，機械化の促進等の生産諸施策の強化を図る

ほか，新たに入会林野の権利関係の近代化，国有

林野の活用，分収造林の推進，林地取得の円滑化

等により小規模経営の規模の拡大および林地保有

の近代化のための措置を講ずることとし，これら・

の施策が有機的総合的に行なわれるよう柵造改善
事業の実施を企図している。また，木材の商品性

の向上，流通コストの節減等を目途とする規格の‘

改訂，流通秩序の確立，取引の共同化等の流通施

策ならびに製材業を中心とする木材加工事業の振
興等による加工の増進についても検討がすすめら
れているが，その速かな実現と有効円滑な運用が

今後に残された最大の課題となるであろう。

や

､ｰ
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の所得には追いつけないことが，だんだんとわか

ってきたのである。

さて，構造とは土地・資本・労働の三つの資源

の結合する関係であるといった。この三つの資源

のなかに「土地」がある。土地を土地だけ単独で

利用することはできない。土地を利用するには，

どうしても労働と資本が必要である。そうする

と，土地利用と幟造改善とは別のものではない。

土地を中心にして考えた榊造改善が，土地利用で
ある。

以上，土地利用が総造改善の一側面であること

を述べた。そこで，土地とは何か，土地利用とは

何か，ということを次に少し考えて承よう。土地

には大きくわけて三つの性質がある。まず，土地

は人間の活動の場所を提供してくれる。住宅を作

るにも工場を作るにも，木を植えるにも，米を作

るにも，「場所」としての土地が必要である。第

2に，光・温度・風・水など生活と生産に必要な

もの（資源）が土地の外部から土地に与えられ

る。これらの資源は土地と離れることはできな

い。しかも土地があるかぎり永久に同量のものが

与えられるのである。第3に土地，とくに土壌の

中にあるいろいろの資源である。土壌のもつ植物

養分や鉱物資源などである。これは第2のように

永久に一定麓が与えられるというわけにはいかな

い。使い方によっては無くなってしまう資源であ

る。

土壌とは以上のような三つの資源の結びついた

複合資源である。土地利用とは，このような土地

のなかの各種の資源を使うことである。土地が乏

しいから，よい土地が乏しいから，土地のもって

いる三つの賓源はできるだけ合理的に使わねばな

らない。これが土地利用の目的である。工業や商

業では土地の第1（場所として）の面がもっとも

重要視され，鉱業では第3のいわゆる地下資源の

利用が中心になる。これに対し，農業や林業では

三つの資源が同じように重要な意義をもつのであ

る。土地利用が腱林業でとくに重要視されるの

は，このためである。

土地は，以上で述べたように，三つの資源の複

合資源であって，人間の生活・生産の目的にはど

のような用途にでも利用できるものである。二次
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土 地利用

艇業技術研究所経営土地利用部長

＝三沢村東平
側
呵

四三函宿毛屯w■蚕呼塾畔呂壱一

1．構造と土地利用

農業構造改善と土地利用の関係はいろいろな側

面から考えて承なければならない。はじめに，一

般論として，織造とは何か，土地利用とは何か，

その関係はどうなのか，ということを考えてゑよ
・う。

構造ということは，農業や林業だけでなく，二

次産業や三次産業でも問題になっている。いわば

経済全体にわたって構造問題が注目されるように

なった。日本経済の二重機造ということがいわれ

ているが，一方では高度な大資本の装備をもった

近代的な産業があり，他方には零細な，家族労働

を主とする小企業や腿・林業がある。前者では従
業者に高い賃金を払って多くの利潤をあげている

が，後者ではやっと最低生活ができる低所得しか

あげられない。これが二重総造の問題点である。

それでは，構造とは何であろうか。ここでは，

構造を「資源の結合関係」と定義しておく。いか

なる産業でも，土地と労働と資本の三つの資源が

いろいろ比率や関係をもって結びついて生産が行

なわれている。わずかな土地と資本に大勢の家族

労働がしが承ついている低開発国の農業と，広大
一÷

な土地と大型の機械をそなえ，わずかの労働で経

営されている先進国の農業の間には，「構造」の
上に大きな差がある。

しかし，産業の稚造が問題になるのは，その産

業に従事する人の所得にたいして，「構造」が決

､定的な影響をもつからである。いくら肥料や品種

などの技術の改良をやっても，基本的な構造がお

くれていては，椛造の進んだ産業（あるいは国）

＝

己

巳

《
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最近になって二，三次産業の所得の伸びが非常に

急速になったので農業の所得の伸びがこれについ

て行けなくなった｡農業の労働力が所得の高い二，

三次産業に激しく流れ出し始めた。いまや，明治

時代から数えて3度目の構造改革の機会が訪れた

のである。この機会にほんとうの意味の農業構造

改革ができるだろうか。

現在，農業の構造を変えるということの問題点

は，労働力の減少しつつある現状に対応して，資

本と土地のあり方をどうするかということであ

る。労働力が減っただけで，そのままに放ってお

いても，構造が変わったということはできる。し

かし，それは構造の「改善」とはいえない。残っ

ている労働力が過重労働になったり，労働の生産

性が低くなるのでは，構造の「改悪」である。

労働力の減少に対応した構造の改善は二つの側

面から進めねばならない。その第一は資本投下の

量的・質的な改善である。資本投下の量的改善と

いうのはもっと多く資本を投入することである

が，ただ多くすればよいということではない。投

入の仕方（質）もあわせて考えねばならない。こ

のような資本の量的・質的改善を「資本利用」と

名づけておこう。構造改善の第二の側面は土地投

入の（量的・質的な）改善である。これが，土地

利用といわれるものである。

まず，資本投入の改善一資本利用一につい

てもいろいろの問題がある。その一つは，流動資

本の増投とその合理化を進めるか，固定資本の増

投・改善を推進するかということである。日本の

農業は肥料や薬剤などの流動資本の投下量とその

技術では世界各国に優越しているが，今度の構造

問題の焦点は固定資本の増投と投入方法の改善で

ある。固定資本の投入にも二つの方向がある。す

なわち，農・畜舎，各種の施設，機械・器具，家

畜・果樹などの固定資本に対する投資と，土地に

対する資本投下（土地改良資本）とである。この

最後のものは，後述の土地利用のなかに包含され

る。なお，現在の構造改善事業で「近代化」とか

「近代化施設」とかいわれるものがこの資本利用

に近いものであり，基盤整備といわれているもの

が「土地利用」の一部に相当するようである。

資本利用の問題点ほいろいろあるが，ここでは

産業だけの土地，稲作だけの土地，林業だけの土

地というものはない。だから，土地が限られた乏

しい資源であるときには，どのような用途に使う

かということが土地利用上の重要な課題になる。

そこに土地利用の競合ということが起こる。いろ

いろの用途が競合すると，効用のもっとも高い用

途が優先する。同じ用途のなかでも効用のもっと

も高い喋約な）使い方が優先する。

土地利用上の問題として，近年は産業間の競合

を調整することが重要視されている。しかし，土

地利用の問題はこれだけではない。生活と生産の

ために土地を最大限に貢献させることが土地利用

の本来の目的である。だから土地利用の目的は構
造改善の目的に一致する。

一
ゞ
一

ｰ

2．農業構造の改善と資本利用

日本の農業構造は，土地と資本の割合が低く，

労働の比重が非常に高く，労働集約農業といわれ

るものであった。これが低所得の大きな原因とな

っていた。土地と資本と労働の関係すなわち農業

構造は，明治の頃から何回も外からの強い圧力を

うけた。たとえば，明治37～8年頃の日麓戦争と

産業革命の影響で農業の労働力が不足して，股業

の橘造に大きなヒズミを与えたが，ほんとうの意

味の構造改革にはならなかった。昭和初期の満州

事変前後，その後の第2次世界戦争中にも，労働

力の不足が起こったが，これも艇業の柵造を変え

るまでにいたらなかった。

このようにして，日本の挫業枇造は外からたび

たび圧力が加わっても，なかなか変えられなかっ

た。しかし，非常にゆるやかな椛造変化は進んで

いたと熟なければならない。土地改良に資本を投

入したり，農機具を買い入れたり，肥料・薬剤の

購入量が増加するなど，磯業における労働と土地

に対する資本の地位はゆるやかに高まりつつあっ

た。

、日本経済全体の発展一経済構造の発展一一が

比較的ゆるやかな間は，農業の櫛造も前述のよう

なゆるやかな変化で，どうやらついて行くことが

できた。いや実は，経済椛造の進歩のなかでの股

業構造のおくれが，所得の較差として次第に積み

重ねられていったという方が正しい。ところが，

■■
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一つだけ指摘しておきたい。固定資本の投入，す

なわち設備投資が農業では往食にして引き合わな

いということである。畜舎を造ったり大型の機械

を買い入れたりしても労働の節約にはなるが増収

にはならないので，利子払いや償却さえできない

ことが多い。これに反して流動資本，すなわち肥

料や薬剤の増投は直接増収に結びつき，収益を増

大させる。そこで問題になることは，労働を節約

させる固定資本利用と収量を増加させる流動資本

利用とをよく整和させることである。固定資本の

投入を急ぎ過ぎること，すなわち流動資本利用の

改善を伴わない固定資本利用を急ぐことが構造改

善の失敗の原因になっている。

年数は非常に長い。ものによっては永久的であ

り，土地と切り離せなくなり，土地そのものとな

っている。したがって土地改良の便益をうける人

は必ずしも現在の土地所有者だけではない。しか

も反面，一時に多大の資本額が必要で，個人の投

資に適しない。したがって，多額の国家資本が投

入され,繊造改善事業の中心となっている｡むしろ

全額が国家資本でまかなわれることが望ましい。

そのために，土地改良に伴う地価の上昇は国家に

所属するものとした方が，磯業の発展のためにも

有効である。

土地利用の第3の側面は，土地用途の変更に関

係するものである。農村地域に存在する土地は，

商工業への用途を別にしても，耕地・園地・桑園

・草地。林地・観光用地などいろいろの用途をも

っており，それが農家の所得ないし厚生に大きな

関係を及ぼしている。これらの土地には所有関係

や公・私の利益の対立などがあって，各用途間に

競合をひき起こす。これがいわゆる土地利用競合

の調整問題であり，狭義の土地利用は主としてこ

の分野をさしている。現在櫛造改善事業をめぐっ

て，国有林の取り扱いが論議されるのがこれであ

る。

一
》

3．農業構造改善と土地利用

土地利用とは農業構造の一側面であるという観

点から土地利用を承ると，これはおよそ'つぎの

ような問題をもっている。

菫ず，労働との関係からゑた土地の利用の問題

（すなわち人口・土地比率の問題）である。労働

力に比べて土地が少な過ぎるということがアジア

の小農国の共通の問題である。いま日本では労働

力が農村から流出して労働力が不足してきたなど

といわれるが，まだまだ日本は土地不足の農業国

であって，労働不足の農業国（裏からいえば土地

過剰の農業国）などといえたものではない。日本

の農業労働不足は「経過的な労働力不足」で，真

の意味では「労働過剰」な農業国の域から一歩も

踏柔出してはいない。ここに，農業所得の低い根

本的な原因がある。これがいわゆる経営規模の問

題である。

また土地の価格が高いことも人口・土地比率の

高いことに起因している。このことから経営規模

の拡大が困難になっている。

つぎに，資本との関係から承た土地利用の問題

点はこうである。現在の農地はいずれも自然のま

まの土地ではなく，何ほどかの人工的な改良が加

えられている。自然にそなわった土地の性質に人

工が加わって優れた生産力の高い土地が造られて

いるのである。この土地に加えられる人工こそ土

地基盤整備という言葉でよんでいる。

土地に投下された資本（土地改良資本）の耐用

むすび

以上，労働力の減少という現状において，農業

榊造改善の問題点を資本利用と土地利用の両面か

ら検討した。とくに後者では土地の存在量が限定

されているので，その利用は非常に重大な影響を

農業生産に及ぼすものである。しかも，一度土地

の誤用ないし悪用がなされてしまうと相当長期に

わたり変更がむずかしくなる。したがって，土地

利用は長期にわたる計画をたてる必要が生じる。

一方，構造改善も相当な長期にわたる計画として

立案されるものであるから，土地利用計画と構造

改善計画とがよく調和するように検討されねばな

らない。土地を林地とするか盤地とするかという

決定は，この土地利用計画のなかでなされるべき

ものである。造林の途中で土地利用を艇・草地に

変更することなどのことは，このような土地利用

計画がないからである。

■

一
一
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画

奥山地帯とでは，別に考える必要があろうが，前者につ

いては，農業と似たような技術進歩の動きを象ることが

できよう。

原料についていえば，従来は全く天然の供給によって

いたものが，肥料の進歩にともなって「林地肥培」の技

術の確立が迫られてし､る。また主装置も，もっと能率の

高いものに作り直すために「林木品種改良事業」が進め

られている。早成樹種や外国樹種の導入も，高能率の装

置を求める努力といえる。副装綴としての土地改良の問

題は，艇業における耕地のようなわけにはいかない面が

あるが，一部には「階段造林」や特殊なものとして「瀬

水林業」のような例もないではない。しかし，今後は機

械力による林地耕転（斜面に水平に筋状）の技術も開発

されるだろう。観在は，尾根筋や斜面に帯状に広葉樹

を切り残すことにより，地力維持，防風や病虫害防除効

果を考えるのが先決と思うが｡）

このように，林業の生産技術を椛造的な考え方で把握

すると，木材を能率的に増産するという目標に向って，

個左の技術が置かれている位置を理解しやすい。また，

全体としての技術のしくゑを考えるのに役立つと思う。

林業技術に関する研究は細分化され，それに伴って技

術は専門化される傾向にあるが，やはり全体として調和

のとれた姿で進歩していくことが望ましい。最も人工が

加わる可能性のあるのは，主装置であると思うが，それ

のすえつけられる環境は，しょせん自然である。自然を

コントロールすることは夢のような話で，人工によって

破られた自然界のバランスの影響は，必ずどこかにあら

われるものである。自然法則の尊重は，将来とも林業技

術の基調となると信ずる。

前おきが長くなってしまったが，以下，、主装置のす

えつけ、を中心に私の考えを述べさしていただく。

角

慣行技術を見なおす

－早期成林を

達成するために－
一
一

〔林野庁研究普及課〕

伊藤敞

昨年の5月，林業改良指導員新任者研修のおりにきい

た農業経営に関する講義は，なかなか興味深いものがあ

った。これは農業技術研究所の沢村経営土地利用部長が

講義されたもので，農業経営を技術的構造と経営的櫛造

の二つの側面から解説されたものである。とくに前者の

技術的構造の考え方は，技術を経営のなかで把握するの

に役立つと思われるので，本稿の前論として引用させて

いただこう。

農林業やの蓄産の生産設備の基羅的櫛造は，「原料｣と

'｢装置」に大別される。さらに原料は水や肥料，飼料な

､どの主原料と，農薬などの補助原料とに分けられる。装

置は稲，果樹，牛や豚，林木などの主装置と，土壌，土

地，蓄舎，機械などの副装置に分けて考えられる。

育林業は農業と同じく，光合成を利用する産業の一つ

･で，空気中の炭酸ガスと地中の水とを主原料として，太

暢光線のエネルギーによって木材を生産するものであ

る。林木は木材を生産する主装置で，葉と根のはたらき

･で，主装置を支える幹を作る。林地は→この場合，副装

置にあたる。

農業における技術革新は，肥料と水の供給幅I装置と

-しての土地改良，これに機械の進歩が加わる)，農薬，

膣品種の改良（装置のつくりかえ）に認められ，これが総

､合化されて増収という形であらわれてくる。

林業では，集約栽培が可能な里山地帯と，そうでない

ー

農垂識

拡大造林

スギやマツなどの針葉樹は，天然生の広葉樹よりも，

能率よく木材を生産する装置である。そこで，装腫のと

りかえとして，林種権換による人工林の拡大が推進され

ることになる。木材の増産のためには，人工造林地を増

やす必要があることはいうまでもない。また，より多く

の装置を一定面穣の土地にそなえつけること，すなわち

密植造林も木材増産の一つの手段にちがいない。

将来に予想されるであろう木材需要の増大に対処し

て，拡大造林の政策がとられ，また補助造林にも植付け

本数の増がみられている。拡大造林の目標として，民有

林では昭和60年度までに1,000万ha,国有林では昭和67

年度までに342万haと示されている。この目標は国民経

－11－



済の要請にこたえて打ち出されたものであろうが，これ

のテコとなる技術進歩の見通しは，どのように検討され

ているだろうか。また天然林の減少に伴なって，自然界

にどのような影響を与えるであろうか。この問題はさて

おくとしても，われわれ林業技術者として考えねばなら

ないことは，一つ一つの造林を確実に成功させること，

いいかえれば，不成績造林地を出さないことである。

政策とは，そもそも巨視的なものだが，これが現実の

林業の場で具体化されることになると，第一線の林業技

術者はその接触点に立たされることになる。民有林でこ

の主要な役割りを演ずるのは，林業改良指導員とそれを

援助する専門技術員である。

政策の先端に位置する改良指導員にとっては．拡大造

林の推進もさることながら，これの裏づけとなる具体的

な技術が早急に必要なのである。産めよふやせよの拡大

造林が不成績造林地の造成となっては，造林者にとって

も，国家的にゑても大きな損失である。私は5年前まで

は山形県で造林の専門技術員をしていたが，拡大造林の

推進は行政的には造林係の担当であり，私の役割りは，

100％の成林化を考えることであった。

うに，すえつけることである。この前提となるのは，樹

種の選定を誤まらないこと，適地適木の原則である。舶

来品の機械（外国樹種）にまどわされるのは，あまり感

心しない。また同じ木材でも，用途によって，それに適

した装腫（樹種）を，適した方法（本数）ですえつける

ことを考えるべきであろう。パルプ材を目的とするアカ

マツ造林ならば，形質を考えずに,ha当り2,500本でよ

いという意見は注目してよかろう。

植付けのこと

．一般の製造エ場では，不良とわかっている装置はけっ

して設附しまい。またすえつけが悪かったら，すぐやり

直しをさせるだろう。すえつけた装置（苗木）の2，3．

割が駄目になり（枯損)，その年に正常に運転(成長）し

なくても，あたりまえだと思っていたのが，林業という

産業である。

私は早期成林の第一歩は，植付け方法の改善と考え

た。上原敬二博士のサクラの植え方からヒントを得て，

植穴のそこに表土を中高に入れることを考え，ザブトン・

造林と称したこともあった。しかし，何といっても共感

を得たのは，東大の渡辺先生の「造林技術の再検討」で。

あった。

苗木をていねいに植えることは，昔からいわれていた

ことである。しかし，それが行なわれないのはなぜか？

それは，ていねいな植付けとは何か，それによってどの

ような利益が得られのか，を納得させうる説明がなされ

ていなかったからにほかならない。

人を納得させるためには，数字を示すことが大切であ

る。渡辺先生は，植付けの改善によって，枯損率を0重

で引下げうること，植付け当年からどのくらい成長する

か，下刈りを何回はぶけるか，これらによって，経済的

な得失を実験データに基づいて示された。このような

データこそ，普及にとってきわめて有力なる資料とな

る。

植付け直後は，正しい植え方がされたかどうかが分ら

ない。根が地中にかくれて見えないことをいいことにし

て，いいかげんに植え付けられては困る。エ場ならば，

目がと.どかない所を手抜きされ，その続果，機械がよくk

動かなかったり，故障したりしたら，カンカンになって

怒るだろう。

林地肥培は拡大造林推進が打ち出されたころにクロー

ズ・アップしてきたものである。一般にはかなり慎重論

が多かったが，早期成休が頭にあった私にとっては，林

地肥培をこれに結びつけて考えたのは当然であった。そ

の後，下刈期間を何年短縮したというデーターを見うけ

一
一

早期成林の確実化

確実に成林させるということは，きわめてあたりまえ

のことである。だが，毎年度に示される全国の造林面祇

のうち，成林歩止りはどのくらいになるだろうか。子幡

営林局長（秋田）ば，本誌の1月号で，最近10年間の成

林歩止りは90％以上と述べておられる。成林歩止りは，

拠地ほど悪くなることを考えると，里山地帯はおそらく

90数％以上の成林歩止りとぷてよい。

私が当時心配したのは，造林而蔽がふえても，手入れ

をするだけの人手が確保できるだろうか，ということで

あった。人手不足の現象はしだいに目立ちはじめていた

ころである。ある時，りつばに成林した山の前で，農家

の人からこれまでに育てあげる苦労話を聞いたことがあ

る。そして，これまでに10年かかるのを半分く．らいでで

きるならば，もっと造林をしたいといった。成林期間の

短縮は，手入れに要する労動を減らすことにもなり，同

時に造林地拡大にもつながるというのである。確実にし

かも早期に成林させることは拡大造林推進のテコとなる

技術的課題ではないだろうか。

苗木を植えつけてから成林をみてはじめて，木材を生

産する装置ができ上がったことになる。あとはひとり‘で

運転し，木材を作りだしてくれる。その後は収穫をまつ

ばかりである。､間伐は収穫と考えてさしつかえない。

早期成休とは，装澄を完全に，早くフル運転できるよ

も

一
一
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元部分に斜面上方の土をスコップで入れてやる方法もお

もしろい。こうすると，その部分の幹から太い根が発生

し，これが支えの役目をするようである。またそのため

にも成長はずっとよくなる。これは渡辺先生の深植え効

果とも相通ずるもので，、根を育てること曇になるわけ

である。

林業技術者は地上部の成長ばかりに眼を向けないで，

根にも眼を注ぐ必要がある。

そのほか、広葉樹を保謹樹とした、樹下造林、も，植

穴を掘った土に値付ける、盛土造林、も雪害に効果があ

るものである。盛土造林は局部的な段(坪ぎり階段造林）

ができることによるものと思われる。この2例も林業新

知識に紹介されている。

るようになり，意を強くしたことを覚えている。

これは，装置のすえつけの面から考えた林地肥培であ

るが，本筋としては，木材生産の≦原料電としての技術

であることはいうまでもない。しかし,林地肥培によっ

て，まず根の発達を促進し，葉量を多くし．またその光

合成の機能を高めうることは，たしかで，これにより成

林期間を半分に短縮できるであろう。

雪の問題

雪国では，雪のことを考えずには，造林はなりたたな

い。幼齢林の雪害は一→成林の確実化の障害となる大き

な問題である。前述の成林させるまでの農民の苦労話の

なかには，雪のことがたくさん入っている。

雪の問題は最も私をなやませたものである。名案がな

いまま，山もち農家の人に，斜面の下技を切ることを話

したところ，「とんでもない。そんなことをすれば成長

がぐんと落ちてしまう」と反対されたことがあった。そ

の後，試験場の蛸さんのアイソトープを使っての研究

で，下技が根を作るのに大切な働きをすることを知り，

なるほどと感じ入ったことがある。

私が山形県で見聞した、農民のチエミには，雪に関係

するものが多い。幾民のなかには実際の体験からすばら

しいチエを出す人がいる。林業技術者はもっと謙虚に挫

民のチエを尊重すべきだと思う。その例を少しあげて承

よう。

米沢市の篤林家で鳥足苗のような苗木を作って，斜面

の上方に根の曲った方噛木の表と称している）を向け

て植えている人がいる。これに似た例が林業新知識に紹

介されているが，これも山形の人である。これは根元部

分の抵抗を少なくし，また余価下方に新しい根を出させ

る効果がある。

また，小国地方の人で，雪起しのさいに斜面下方の根

ｒ
《

× ××

私は現在，造林の技術に直接関係のある仕事をしてい

ないが，拡大造林については人一倍関心をもっている。

今後いかに林地肥培の技術や品種改良が進んでも，造林

の原則は変わらないと思う。碓実に成林させ，健全な森

妹を育てることが根本で，このためには，一部のはなば

なしい技術の進歩にのみ,眼をうばわれることなく，、あ

たりまえ、のことを忠実に実行すべきだと思う。

最後に，いま私が気になっていることを一つだけつけ

加えさせていただこう。それは拡大造林の限界である。

「亜高山地帯の樹種更改」が問題視されているが，この

ような地帯で皆伐による人工造林がどの程度経済的に有

利なのだろうか。択伐（真の）による天然更新ではいけ

ないのか。人工造林全鑑のときにあって，自然の法則性

が忘れられているるような気がしてならない。自然コン

サベーションの思想をすべての林業技術者が理解してほ

しいと考えている。一

１
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だけば心がけておいてほしいというところを少し

くわしくお話ししてまいりたいと思います。

lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

連続講座

2．調査の目的と精度

調査をやるからには必ず目的があるはずです。

そしてこの目的のために次のように考えるでしょ

う。

1．自分は何をやろうとしているか？

2．そのためにはどんなことを知る必要がある

か？

3．それはどれくらい正しく求めなければなら

ないか？

4．一番安くしかも簡単にそれを調べるにはど

うすればよいか？

たとえば今面積1ヘクタールの林分の立木を買

うために自分が入札するとしましょう。それには

まずその林分の蓄積，枯損木の数，利用率，搬出

の手順などを知る必要があるし，さらにその立木

の市場性も大切でありましょう。しかも入札とい

う場においては，自分が損をしては大変ですし，

反対に安全性を象て安い値をつけたのでは相手に

取られてしまうことは明らかです。普通はその競

争相手は当然山の専門家で自分と同等の評価眼が

あると考えなければなりません。このようなとき

はまず全林毎木調査を行なうのが常道です。つま

り，面積が小さいこと，高い精度を必要とするこ

とがその理由です。

一方，日本全国の森林資源を調査するような場

合はどうでしょうか？これは前の例ほど高い精

度を心要とはし童せんし，第一全数調査をしよう

としても費用，人員，期間などの点から象て不可

能であることは明らかでありますから，このよう

な時にはなんらかの簡易調査方法をとらざるをえ

なくなります。

この二つの例はごく極端な話でありますが，そ

の中間の場合，たとえば一つの森林区の施薬案を

作るときなどはなかなかむずかしいことが起こっ

てき重す。所有者名簿とか造林地区の決定とかは

どうしても全数しらべなければ意味がありませ

ん。蓑た総蓄積，生長量となると全林しらべるこ

とは通常できませんから，全数調査と簡易調査と

を適当に組象合わせることを考えます。

サンプリングの考え方

一主として森林調査について－

◎、、。。◎
◎。◎。。
◎◎。◎。◎
。◎。。。
◎◎。。。◎

〔そのI]

。◎。◎。◎
。◎◎。。〔統計数理研究”
。◎。◎。◎
。。◎。◎ 石田正次。◎。◎。◎
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1．まえがき

これから私が述べようとすることは，林業の行

政や経営において必要な調査法の基本的な考え方

と実施面での重要点をやさしく解説することであ

ります。調氷調査に関する出版物はすでにいくつ

か公けにされ，サンプリングの技術もかなり一般

的になってきましたが，いろいろの調査報告書を

承さすと，なかなか完全なものが見当たらず，大

低は何かまずい点があるようです。莫大な費用を

かけ，多くの日時を費して作業を進めたにもかか

わらず，調査理論の基本があやふやなためにせっ

かくの調査結果がまったく役に立たなかったと

か，そこまではいかなくとも，もっとずっと簡単

にできるものをいらぬ費用をかけてしまったなど

という例もいくつかあるのはまことに残念なこと

であります。このようなことがなぜ起こるのでし

ょうか。その理由の第一の点は調査理論の基本が

わかっていないこと。第二の点はあやふやな基礎

をもとにして，他人のやったことをそらまねする

こと，それから第三に一体自分が何をやろうとし

ているのか，自分の考えがどこにあるのかがはっ

きりしていないことなどがあげられると思いま

す。つまり，調査法が完全に自分のものになって

いない，調査の勘どころがさっぱりつかめていな

いのではないかと思われます。ここではむずかし

い議論はそれぞれの専門家にまかせて，絶対これ

《
，
『
一

国
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論による森林調査はまだ一回も行なわれたことカミ

ないといった方がよいでしょう。皆様のなかに

は，そんな馬鹿げたことはないとおっしゃる方も

多いかもしれませんが，手近かな例では私どもが

日常はなすことのできない材積表(幹材積計算表）

があります。これは寺崎博士はじめ多くの方倉の

努力によって作られた労作であります。その価値

は十分高く評価しなければならないのはもちろん

でありますが，ここには新しい（今となってはこ

の言葉も使いにくいのですが）統計の理論はほと

んど入っておらず，前の標準地調査法とまったく

同じ考え方によって求められているということは

注意しなければなりません。つまり正しく胸高直

径，樹高が求められたとしても，表から引いた幹

材積がどれほどの誤差をもつかということはわか

らないのであります。今のところこの表を用いる

のが実務上では最も正確な調査の部類に入るので

あります。つまり毎木について樹幹析解をしない

限り現在においては材積表の中の数字には誤差は

ないものとして話を進めざるをえないということ

は今後の大きな問題点の一つでありましょう。

そのほかにもまだいろいろあります。その中で

最も大切なものは測鯉です。私どもがよく使用す
るポケットコンパス，米繩で求められた面積には

かなり大きな差がありますが，これを科学的にど

れくらいの大きさであるかをおさえることはなか

なかの難問です。なるほど測量誤差の計算法とい

うのはあるにはあるのですが，これがはたして妥

当なものかどうかは疑問でありましょう。多くの

場合はごく大ざっぱに大体の見当だけをつける程

度であります。

これらの問題は今後私どもの努力によって一つ

一つ着実に解決していかなければならぬものと思

います。

一方標本調査が普及されるにつれ，昔の標準地

調査はまったくの役に立たぬものときめつける人

々もでてきました。しかし，これも別の観点から

承れば実に立派な方法であって，この考え方を標

本調査に有効に利用していくこともできるという

ことは忘れてはなりません。しかしこの場合，標

準地の選び方，データのまとめ方，利用の仕方は

改めて考えなおさなければならないことはもちろ

ここで簡易調査といっていることは調査をでた

らめにやるとかいいかげんにやるということでは

ないのです。簡易というからには費用や手間がへ

らなければならないのは当然ですが，私どもがこ

こで忘れてはならないのは常にその精度を考えて

おかねばならぬということであります。つまり，

どの程度手をぬけばどの程度精度が下がるかとい

うこと，このくらいの精度ならばこの程度の調査

をすればいいということを知った上でなければ簡

易の意味がないということです。

要は自分の目的に必要な精度を適確に求め，そ

の精度が得られる調査のうち，費用，手間などの

点からみて最善の方法を選ぶのが調査の本筋とい

えましょう。

■
一

3．標準地調査から標本調査へ

昔は簡易調査といえば標準地調査がよく行なわ

れました。これは代表的な森林をいくつかえら

び，これを詳しく調べてある傾向を求め，その傾

向に調査対象の林分をあてはめて毎ヘクタール当

りの本数や蓄積を計算する方法であります。この

方法は調査が非常に簡単なために広く利用されま

したが，その第一の欠点は調査精度が求められな

いこと，調査者の主観が入り，その個人差が誤差

をより大きくすることであります。そこでこれに

代って現れたのが標本調査（サンプリング・サー

ベイ，くわしくはランダム・サンプリング・サー

ベイ）であります。この方法は統計の理論によっ

て精度がある程度正確におさえられますので大変

よいのですが，標準地調査ほど簡単ではありませ

’ん。よほど慎重に理論を進め，調査を企画しませ

んとまったくでたらめの結果をうるようなことも

起こりかねません。

林野庁計画課では昭和28年度からこの標本調査

法を正式に取り上げ，今に至るまでいろいろの調

査を行なってき室した。それならば今の森林調査

ｵますべてこの標本調査の考え方によって進められ

ているのでしょうか？この答えは否でありま

す。理論的裏ずけのある標本調査の考え方，さら

に広くは統計理論に基づいた森林測定,.森林計画

嘘その導入以来10年になる今日ほんの一部で実施

されているにすぎません。むしろ，完全な統計理

一
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点が残されております。この解決は統計屋の責任

でありまして，森林屋にはほとんどどうすること

もできないことでありましょうが。森林屋ば統計

屋にまかせっきりであってはいけません。森林屋

は今の統計学の弱点をよくのぷこ承，これをよく

知った上でできるだけ安全な利用を考えていくこ

とが大切であります。その弱点は何か？それは

これからの話の中にぽつぽつとでてくるでありま

しょう。

んであります。標本調査の普及によって生じた弊

害はほかにもあります。小標本理論という名のも

とにサンプルはごく少数でよいということが喧伝

されたため，中には10本も調べれば正確な結果が

出ると思い込む人がでてきたのはまったく困りも

のです。世の中にそんなうまい話はあろうはずが

ないので，標本調査でもやはりかなり多くのもの

を調べない限りよい結果は得られないのでありま

す。また，ある一部の統計屋がただ紙の上でだけ

考えた理クツをそのまま現場に持ち込んで大きな

誤りを犯してしまった例もあります。ビッテルリ

ッヒの方法というのもその一つに入るかもしれま

せん。これについては後ほど詳しくお話しします

が，一見考え方がおもしろいだけに飛びつく人左

も多いであり童しようが，この方法がいかに統計

的にみて不合理であるかということは森林調査を

志すものよくその理由を明らかにしてをかなけれ

ぱなりますまい。

標本調査が森林調査の主体となりつつあること

は事実でありますが，この方法自‘体完全無ケツな

ものかというと残念ながらそうではないのです。

確かに昔の方法から一歩進んだものであるとはい

えますが，今の統計理論にもまたいろいろの問題

付記

これからの話の中にはたくさんの数式がでてき

ます。できるだけやさしく，しかも正確に解説し

ていくつもりですが，全部を落ちなく述べていく

ことは不可能でありますから，ある程度の予備知

識を前提としなければなりません。私が望むのは

高等学校の程度の数学の知識であります。かなり

忘れられた方為もおられると思いますので，何か

わからぬ点がありましたなら，昔の教課書をお読

み願います。これが面倒な方は式はお読みになら

ず字だけでもよいのですが，それでは気持だけは

お伝えできても実際に利用されるのはご遠慮願っ

た方が安全かと存じます。

一
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空中写真による

索道路線計画

について[I]

南方康

〔東京大学農学部〕

●一』■甲

1．空中写真利用の可能性

わが国のように急峻山岳林が多く林道施設に乏

1.いところでは，索道は道路の代替施設として林

産物の搬出に大きな貢献をなしつつあるが，索道

施設の計画，特に路線測箪は，索道が林道のつか

ない|峻険地に架設されるケースが多いので，全体

の集運材計画にマッチした合理的た索道路線の選

定と設計を行なうためには，従来の方法では通常

踏査と実測に多大の日数と経費を必要とし，作業

もまた困難である。現実の作業実行に当たって

は，時間的にも経済的にも制約されることが多

く，このためある程度測量精度を幟牲にせねばな

らない場合も生ずる。

空中写真ならびに測量法の利用に，このような

制約の中で測量作業を容易にし，かつ比較的正確

な結果をうるための一つの有効な手段と考えられ

るのである。すなわち空中写真の利用に，

1)立体観測により総体的視野に立って合理的な集運材

計画および索道路線の選定が可能であること。2)測量

結果の絶対的精度は地上測量に及ばなし､が，精度が全

域にわたって均等であること。3)累積誤差が生じない

こと。4)精度は索道設計上必要な程度は得られ，作業

が地上測量にくらべ容易であり，作業日数と経費を大

幅に軽減できること

などの利点があるので，作業計画・路線測量など

素材生産や森林土木の分野にこれを利用する可能

性は十分にあるものと考えられる。

このような観点から索道路線測量法としての適

否を調べるために，数回にわたって写真測量によ

る路線縦断測量を行ない，その精度について検討

を加えてきたのであるが，その結果は，少数の例

ではあるが二級図化機（ケルシュプロッター）を

使用した場合，精度は比較的良好であり，急峻地

におけるトラシット視距測量と大差のないことを

ほぼ確認することができた。そこでまだ時機尚早

の感はあるが写真測量による索道路線測量法およ

び精度の概要を述べると共に，計画実施手順につ

いての試案を記述してみたいと思う。

2．使用空中写真と図化機

2-1．周知のように空中写真測麓は，航空機上

から垂直にカメラを地上に向け相互に約発程度の

重りをもって連続的に撮影した写真のうち，隣接

する2枚の写真を立体視しながら機械図化もしく

は手作業によって各種の測量を行なうものであ

り，これに使用する写真は，林野関係では通常焦

点距離f=18cmの普通角カメラ（写角62｡)で撮

影され，密着写真の大きさは18×18cm,骨幹コ

ース搬影ではf=15cm広角カメラ（写角93｡)

を使用して大きさは23×23cm,縮尺はほぼ'/2g,00o

程度のものである。このような一対の写真を，標

定基準点の成果をもとにして，その写真が撮影さ

れたときと全く同じ位置関係になるよう図化践の

投射器に装填し測量を行なうのであるが，標定基

準点は通常1立体モデル内に6コを必要とする。

現在わが国では昭和37年の協定により山岳地の

空中写真を林野庁，平地を国土地理院がそれぞれ

統轄し，相互に重複せぬよう撮影計画を進めてい

るが，林野関係では民有林200万ha,国有林750

万haの撮影を完了した段階といわれ，このうち

標定点測量済みの面積は約半数程度とされてい

る。

したがって現在ではいかなる場所でも索道路線

の空中写真測量を実施しうる訳ではないが，かな

り多くの地域で可能であり，将来はさらに一層そ

の範囲が広まって，ほとんどすべての場所で写真

測壁ができる状態になるであろう。

2-2．図化機は空中写真を使用して各種の測量

・地形図の描画等を行なうもので，精度上次のよ

うな区分がある。すなわち
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1)きわめて高精度を必要とする空中三角測量に主とし

て用いられる1級図化機，2)高い精度を要し，1級図

化機により定められた標定基準点の座標値に基づいて

測量図化を行なう2級図化機，ろ)2級図化機とほぼ同

様の使用目的をもつが，精度の点で劣り，主として極

部図化に使用される3級図化機

あらかじめ全体の作業計画を十分検討した上で’

その運材能力．作業仕組。あるいは路線の配置等

が全体計画に照して適切なものとなっていなけれ

ばならない。索道計画の基礎となる集運材全般に

わたる作業計画の立案には，地形図と共に引伸し

空中写真の立体視を並用すれば，使用すべき集材

手段の種類・組合わせ・配置および作業手順等の

決定に必要な現況の把握が容易となり，かつ広い．

視野に立って計画をたてることができる。このよ

うにしてたてられた計画に基づいて索道路線の概

要を決定する際に最も注意を必要とするものは起

終点の選定である。すなわちこれらの点は作業能

率にも影響を及ぼす重要な点であるから，索道へ

の積承込承,荷卸し，トラックへの積承込象および

土場敷地等の便宜を考慮した上で，最も適切な場

所を選ばなければならない。路線中間の各支柱予

定地についても支間勾配・支柱建設の難易等を考

慮して適切なものとなっていなければならない。

索道の起終点および主要通過地点（たとえば曲

線索道における屈曲点）の選点が完了したならば

これらの点を引伸し写真上に記入しておく。

3-2．引伸し写真上に索道の主要地点の選定が‘

できたら，これるもって現地踏査にでかけなけれ

ばならない。現地踏査の目的は，写真上に予定さ

れた起終点の現地確認と，起終点付近の現地測量

を行なうことにある。すなわち起終点は積込盤

台・卸盤台・アンカー・制動機・原動機・支柱そ

の他の付帯椛造物を築造する場所で，その選定の､

巧拙が全体の作業能率にも影響する地点であるか

ら，予定現地に立ってはたしてその場所が適切で

あるかどうか現地検討を行なうのである。もし適

切でない場合は状況に応じて適宜変更し，最終的

に位置が決定したならばその点に杭を打設してさ

らにこの打杭地点を引伸写真上に正確に刺針し，

移写を行なう。写真裏面には何の刺針であるかを

記録しておく。次に写真測量では極部の詳細な測‘

量ができないから，先に打杭した杭を基準にし

て，その後築造されるべき各種付帯施設の設計を

可能ならしむる範囲にわたって縦断測量・横断測

量の実測を行なっておく。

曲線索道では屈曲地点もこの時現地確認を行な

うが，比較路線がある場合も同様に現場で検討す

とに分けられ，それぞれいくつかの種類がある。

索道路線測愛用としてはこのうち，2，3級図

化機の使用が考えられる訳であるが，準量の内容

がほとんど断面測鐘なので，射線法の原理に基づ

いた3級図化機は不適当であり，2級図化機，中

でもケルシュプロッターがあらゆる点から考えて

適当な機械であると考えられる。

ケルシュプロッターは現在わが国で最も広く図

化作業に使用されているものであり，架台上の2

または3コの投射器に装填された密着陽画乾板に

青赤の光線を照射して描画台上に余色の立体像を

結像せしめ，これを余色の眼鏡を通じて立体観測

するものである。測量精度は各種の条件がよけれ

ば平面位置が撮影高度の0.07％，標高では0.05％

程度，すなわち高度4,000mで撮影した約'/g2,000

の写真では，それぞれ約3.0m,2.0m程度の誤

差を生じるものとされている。

索道の設計は大別して鋼索類の強度計算，付帯

構造物の設計，工費の決定等であるが，鋼索類の

強度計算は通常最大スパンで行なわれるから，ケ

ルシュプロッターの測定誤差が上記程度である限

り強度上に及ぼす影響は非常に少なく，峻険地の

地上測量に比して大した損色はない。また付帯構

造物の設計も短支間の個所では種々の問題が生じ

るが，後述する補足的手段を構ずれば実用的には

問題ない。

このようにケルシュプロッターは精度的にも一

応の結果は期待され，余色像の立体観測であるこ

とから計画・測定中をとおして測定者の象ならず

数人が同時観測しうることなど，作業実行上の利
点もあり索道路線測箪用として適切な機械である

と思われる。

一
旦
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3．集材作業と索道路線の概要決定

3-1．索道は一般に伐木集材工程と最終運材工

程との中間に存在する中継運材施設であるから，
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の点に描画器の鉛筆の先端を合わせて地盤高を測

定記録する。このような作業を支柱の立つ可能性

がある測点についてすべて実施する。

4-1-3．平面測量は描画紙上の起終点を結募直

線と各測点をそのまま最も簡単な平面図として使
用してもよい訳であ(るが,後述のごとく縦断面測
量を補う必用があるので，路線を中必に両側おの
おの200～300m程度の幅で10m間隔の等高線を描

画する。これが平面測量である。

4-2．測量図面の調製と設計。縦横断平面測量

がすんだらその測定結果を基にして図面の調製を

行なう。まず先に測定した測点を順次縦断面図に

記入し，その測点間距離，追加距離，地盤高を記

録する。図面様式は路線測量における縦断面図と

ほぼ同様であり，縮尺は延長によって適宜定める
が垂直高と水平距離の縮尺は同一にする方が便利
である。このような測点を直線で連結すれば，縦

断面図になるが，測定間の地盤の起伏は平面図の

等高線から読取り補足的に記入し地形の細部がわ
かるようにする。

横断面図は縮尺'/,00～'/200で測点ごとに平均横
断面図を作成する。

平面図は原図の等高線，測点，中心線等をマイ
ラー紙にトレースしこれを縦断測鐘の補覚に使用
する。

以上で三面図が完成したのであるが，踏査で実

測した主要地点の地形測量結果とあわせて索道各
部の設計資料とする。比較路線がある場合には，
設計に先立って図面で検討し，最終路線を決定し
たのち設計に着手する。

設計が完了して索道施設全般にわたる諸元が明
らかになれば樅造を前記図面に記入して図面の調
製は終る。

る必要がある。

4．写真測量による索道路線の測量

4-1．縦横断平面測量，起終点･屈曲地点等の

主要点が決定したならば，対象地域の陽画乾板を

ケルシュプロッターの投射器に装填し，写真の標

定を行なう。縮尺は1/4,000または1/5,00.程度が適当

である。相互標定および絶対標定が完了すれば図

化態勢が整う訳であるから，先に索道路線の概略

を刺針した引伸し写真を参考にしながら，以下に

示す手順に従って縦横断平面測鐘を実施する。

4~1-1．縦断面測量は，現地踏査で引伸写真上

に刺針した主要地点を描画台上の立体モデルに求
め，その平面位置を描画紙上にマークすると共に

標高を記録する｡次に描画紙上の起終点（曲線索
道の場合は直線区間ごとに）を直線で結び，描画

鉛筆（または針）の先端をこの直線に沿って徐々

に移動させつつ，また描画器の浮標を地表面に沿
って適宜上下させつつ，中間支柱建設の可能性が

ある地点や障害のおそれがある地点など索道設計

上必要と思われる顕著な突部をすべて探し出し，

その点を紙上にマークして同時に標高も測定す
る。尾根の前後がなだらかな斜面となっている場

合は，斜面の途中にも適宜測点を設け，支柱予定
地では尾根の最高点のみならず前後にも数カ所測

点を設けて平面位置，標高を測定しておくとよ

い。

図化機で測定した点はすべて引伸写真上に移写

刺針し，裏面に必要事項を記録する。この作業を
遂一進め全路線を通じて行なえば縦断測量は一応

完了する。比較路線があれば，これについても同
様の作業を行なう。

4-1-2．横断測量は支柱予定地について行なう

が，従来は測点の両側約5～10m区間にわたって

ポールまたはハンドレベルで測量するので地表

の細部をかなり詳細に表現できた。しかしi/20,000

程度の写真を使用する写真測量では，このような
細かい測量は不能であり，測点を中心として路線

と直角方向に幅10～20m程度の平均横断面を測量
することになる。すなわち縦断面測量と同様にあ

らかじめ描画紙上に横断直線を引き，この直線上

に測点から10～20mの適当な場所に点を設け，こ

一
声
一
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可

■
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司’|’ その12製材産地めぐ
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森 沢潔一
（高知県商工調

毎
）

場

従業員数
｜

’|エ場数|xwｒ

■

■

■

■

■

■

製材を主とする工場

仕組板〃

チップ〃

高知県は四国山脈によって瀬戸内および本土中枢経済

圏から遠く隔絶されており，大平洋に面した長い海岸線

を持ち，地形的にも交通面からも隔絶された感をまぬが

れない。全面積の82影が森林であり，高温多湿の気象条

件は木材の生育に適し，古くから木材生産県として全国

にその名が知られていたが，木材生産は昭和36年度をピ

ークに次第に減少傾向が見られる。

(1)森林の現況

4，144

646

252

15,220

1，214

956

559

69

34

戦後木材生産地という条件のもとに簡易な製材工場が

雨後の筍のようにでき，昭和20年の130工場に対し25年

には850工場を数え当時のインフレ経済による放漫な経

営内容でも支えられてきたが，これら製材工場は経済基

盤の弱さからその後の経済の安定とともに次第にその姿

を消して半数近くになったのである。

℃
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有
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(5)生産流通の状況
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(3)用材の生産流通
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2・須崎市と木材集散

高知市から西へ40kmここ須崎市は．県内屈指の良港

を持ち，旧須崎町と隣接した4力村の合併によって，昭

和28年10月誕生した人口52,000名余の新興港湾都市であ

る｡海岸は土佐湾富れに見る典型的なリアス式海岸で,市

の東部に深く湾入する浦の内湾は，景勝の地横浪三里の

入江として知られ，真珠の養殖，汐千狩り,海水浴,魚釣

りと県内外客の観光他として脚光を浴びている。その西

側に当たる須崎湾は，水深深く，湾内外に数多くの島灸

が点在し，闇建もよく，京の浦の内湾に劣らぬといって

よいでしょう。そして古くから天然の良港としての須崎

港は，奥地より搬出された林産物の積出し基地として，

また漁港として栄えてきた。

須崎市は背後に広大な山林資源，すなわち近くでは優

良造林地の半山谷，続いてモミ．ツガの天然生林の不入

山(国有林)，また四国のチベットと別名のある広大な梼

原の針葉樹林等いずれも劣らない森林資源に恵まれ，そ

の集散地として発展してきた。

3．製材のおこり

製材工場は，通常原木の集散地に発達しているのが全

国的な傾向であるが，本県は全く逆なコースをたどって

きた。すなわち明治38年須崎市から50kmあまり奥地で

ある東津野村スゲガ谷で，モミ，ツガ材を水車利用によ

る板挽き製材工場が初めて設置されたのに始まり，以来

国有林の立木払下げ地内に一時的に工場を設け，谷川の

水力を利用して2，3年間素材を生産する他方で製材も

行ない，また次の蕊業地へ移動して行くというように，

点点と山間僻地で簡易な製材が行なわれてきたわけであ

る。

須崎市の製材工場としては，大正7年丸六合資会社が

設立され，松小丸太を利用してセメント樽材を水力電気

によって製材したのに始まるといわれている。

その後大正の末期，当時葦の茂る低湿地帯であった港

付近を鐵埼起業株式会社が主力となって埋立工事を行な

い，かねて当地区の素材取引を行なっていた和歌山県の

中村氏が，ここにスギ，ヒノキを主体とした一般建築材

製材工場が箕勃pし，集団化されたのである。

現在この埋立地に11工場（須崎市全エ場の40％）が操

業している。

4．製材工場の現況

(1)工場数と規模

市内の製材は29工場で総動力数1,320kwlエ場当り

平均45.5kwであり，県下平均の1,5倍となってい

る。従業員の数は10～20人末満工場が7で60%を占

め,20～40人末満工場が4,その他は10人末満の工

場であるが中鐡莫工場が主体となっている地域であ

る。

(2)原木需給事傭

29工場の消費原木は約100.000m3で，その50%は国

有林材に，70影は民有林材に依存しており，樹種別

では90影が針葉樹である。

当地区は広大な奥地を控え原木事情に恵まれた所と

いえよう。
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り技術を必要としない単一な板挽製材である関係から従

業員自体の技術的な研究努力も少なく，他地区の向上と

比較して多少遅れているのが現状である

しかし最近梱包材の原木としてのマツ材の減少ととも

に一般建築材への製材熱が高まり木取り技術，製材技術

の研究がさかんに行なわれている。

6．今後の方向

素材の約40%が丸太のまま県外に出荷されている現状

にある本県として，県内で加工し，いかに多くの付加価

値をつけて県外に出荷するかが大きな課題であり，この

大きな目標に向って努力しなければならないわけであ

るが，製材業者は零細企業で個々の資本力も弱く大量の

原木，山林は，資本力の大きい，県ﾀ燦者に買い取られ

ており，生産地でありながら原木の人手に苦慮している

現状である。

一昨年10月以降木材価桔も政府一連の価格調整対策に

よって値下がりと安定を迎え，売手市場から買手市場へ

と市場の情勢も大きく変化しており，今後製品の質的向

上を図ることはもちろん販売面において需要者と大きい

パイプで，かつまた最短距離で結びつくための手段と方

法を真剣に検討し対処して行かなければならない。

~

＝グ

(3)生産流通状況

製品の年間生産量は一般材が58,000mx,仕組材

12.000ma他にチップ15,000m3であり，特に一般材

としては建築用材が20％その他は重量梱包用板材で

あるが，原木事情からも次第に建築用材生産に移行

している。

県外出荷は生産の75％でほとんど阪神地区となって

いる．

5．製材技術

当地区の製材の歴史は前述したように県下でも古く，

早くから県内先進地として評価されていたが，昭和28年

からマツ材の璽鯉梱包材の製材を始めるに従って、あま

××

×××

黄色亜酸化銅粉剤2号藻菫蕊鑪
スギ赤枯病の予防には，使用簡便でよく効く本剤をおえらび下さい。

ミ
Ⅲ

一
・

蔓

1．性状馬鈴薯，トマトの疫病10a当り3kg

色・臭帯黄桜色一帯褐黄色，無臭稲の稲熱病〃3～5kg

形状無定形粉末,メッシュ300以上3．用法

溶;､性水に難溶撒粉機で撒布する。

毒性接触による毒性は認められな朝露時，細雨中の使用には特に好適で

い す。

2．適用病害4．定価

杉苗の赤枯病10a当り6kg 3kg入8袋詰1箱多2,360

東京都千代田区六番町七外林産業株式会社

胃

蔦

…
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バイエルン州では，まずオーストリア国境近く

の休養地；ライト・イム･ウインケル署を油れた．

最近日本に来られたことのある次長のプロホマン

博士が出むかえて下さった。お会いするなり日本

の営林署の管内概要的な管理機構からはじまる説

明をうけた。このようなことははじめての経験

で，要領のよいことと得心がいったが，”･･他で

は森林の立地条件とか，施業方法の沿革などの説

明に詳しく，署員の人数にはじまり予算に終るよ

うな概括的な説明はなかった．…･管内概要的なこ

とに興味を持つのはわれわれのくせで，博士は日

本に来られたことがあるので，あるいはこちらの

要求をさっしてのことかもしれない。

この署は州有林だけを管理し，森林面積5600

ha,山岳林として代表的な所である。これまで1

カ月以上西ドイツ各地を旅行したが，日本の谷川

山田茂夫
〔林野庁計画調

卓
《

バイエルン

フランクフルトから1時間の空の旅でミュンヘ

ンにむかった。顕著な山岳がなく低平な感じで，

似たりよったりの中小都市が至る処に散らばり小

面積ながら立派な樹林地が目につくことが印象的

であった。

バイエルン州は，西ドイツの南東隅に28％の面

積を占める最大の州で森林も最も広く223万haで

ある。首都のミュンヘンはハンブルグに次ぐ3番

目の人口を有する地方色豊かな大都会である。

七つの塔の町とも呼ばれるが幸いその一つの教

会広場に接したホテルに案内された。花屋をはじ

め，広場に開かれる青空市場は陽気そのもので，

ソーセージの化物みたいに大きいのをながめてい

たら，ぜひ買えとすすめられてへいこうした。丁

度,隅田労務課長にお会いして心強く，1カ月振り

の日本語でのびのびとした気持を味うことができ

たので，ことさらミュンヘンには懐しい思い出が

多い。昔バイエルン王朝の重要な収入源であった

という王室じよう造所･･HBマークのコップで，

課長からビールをすっかり御馳走になってしまっ

た。さすが本場だけのことはある味覚である。

郊外近く広大なイギリス公園がある。東京の小

石川,植物園のように樹木が多く，野生のキジやリ

スがみられる。案内の人が上衣を自動車の内にお

いてきたので一人で見て来なさいという。動植物

の保護はこういう感覚から出発しているようであ

る。

■

図化作業（ミュンヘン）

のようなきれいな水の流れは，ついぞ見かけなか

ったが，ようやくここバイエルンアルプスで見出

し，今更のように日本の山をなつかしんだ。

ここでふれたいのが林役権である。森林に対す

る第3者の権利…林役権･は，かつては西ドイツ

全体を通じて重要な問題であったが，農業労働力

の減少，経営の近代化からほとんどの地方で消失

しつつあるが，この署では山岳地方という条件か

らなお存続している。

林役権はいろいろの内容のものがあるが，1958

年の州の林役権に関する法律で認められ，かつ規

整されており，現在'3名の人が一定量の自家用用

材，3名が鐘的には制限のない自家用の用薪材を

採取する権利をもっている。地被の採取は，この

b

~ー

〆
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地方でもほとんど自然消失した。放牧については

1000頭の牛がおり，冬は舎飼，夏は山頂に放牧す

るが，春秋には林内放牧が行なわれ，森林の更新

上著しい支障があるので，これが調整に努めてい

る。

林役権は売買することができ，現在の相場は立

木採取権がnl2当り18万円,放牧権が一頭当り7万

円という。

について立派な説明が多かったが．…･･実務の実体

を知るためにはもう少し時間の余裕がほしいこと

であった。

終りに伐期齢について見ると，考え方は時代と

共に変って来ているが，年齢そのものについては

かわりなく，大体次のとおりとなっている。

トウヒ80～100年モミ100～120"

ブナ120～140年マツ100～140年

ダク'ラスフアー80年カラマツ80～100¥

ポプラ50～60年森林調査と経営計画の編成

し

西ドイツの経営計画は歴史が古く，これが実施

面で尊重されていることを森林経理学などで学ん

だが，それにしても，古い記録が良く整理されて

凡､ることを見学していたく感心した。

また，蓄積調査は旧来の測樹法によっている

:が，前をからの資料を遂次検訂していくという落

・ちついたやり方であることと，成長量調査では，

基礎となる収溌表がしっかりしていて，これから

求める伐期平均成長量dGzと収穫歴史的成長量

"eGzを重視していることが注目させられた。

eGziX,100年以上にわたる蓄積と伐採量の変

遷から算定するもので，単なる数値として算定す

,るだけでなく，過去の森林施業を検討し，新計画

･を定める上に活用される。大げさな言い方になる

が,eGzには西ドイツ林業の真随が見い出される

‘かもしれない。

標準伐採量の算定方式や，その他重要なことが

少なくないが，これは割愛して，編成業務上のこ

ととして，編成主査が個人購入の自動車を使用し

･て外業調査に当ること，営林署の収独，造林業務

Iは林相図などにもとづいて行ない実行図がないの

で，森林区画は全く編成班の仕事となっているこ

′と，取りまとめは大体が自宅勤務などの点が日本

とちがっている。

新計画には編成主査とならんで，実行の溌任を

もってという意味が署名し，順次署名をかさね

て，州の大臣あて承認申請がされる。ある州で大

臣（林野局長代決）の署名がなく，日付がおかし

いので質問したところ，承認手続きがおくれてい

るが，すでに3年間も実行しているものがあっ

た。こういう一面もあるので……いろいろのこと

スイスその他

~

ー〆

西ドイツに40日間滞在し，ようやく気軽に旅行

できるようになったが，あと20日間でスイス，フ

ランス，イギリスとかけめぐるべくミュンヘンか

ら空路スイスのチューリッヒに移った。

■

《
芦

スイスの森林

チューリッヒはスイス最大の都市，ここでは連

邦の林業試験場と大学を訪れた。スイスは択伐林

ばかりと，うかつにも思いこんで行ったが，それ

ならぱということで画伐林に案内された。山国と

はいいながらアルプス地帯と西ドイツよりのユラ

山地との間の平地は思ったより広をとしている。

森林に接する牧草地に射てき場があるのが各所で

目にとまった。国民皆兵のための訓練場である。

森林は，針葉樹の割合が，西ドイツの65％より

も高く，80％で平均のha当り蓄積も西ドイツの
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変わりなく整然としているのと対象的であった。

次でロンドンに移った。出入国が西欧中で一番

うるさいときいて覚悟していたが，なかなか良い

印象であった。入国管理官に行き先を林業委員会

というと，握手をもとめられ，ついでにニューホ

レストも見ていらっしゃいという。

イギスでは，4日間の滞在であったので，林業

委員会と，ロンドン郊外アリスホルトの試験場と

ニニーホレストを訪れたに止った･試験場はもと

王室の狩猟などの時のロッジで，いかにも林業の‘

試験場にふさわしいかんせいな所である。イギリ

スに限らず西ドイツ，スイス，フランスとも日本

の試験場本場にくらべて人員が少なく至って簡素

101m3に対して237m3と高い。林業行政はカント

ン（州）を単位として行なわれ，州有林の経営機

織はスケールは小さいが西ドイツのものと似てい

る。

首都のベルンでは，丁度欧州林業会議が開かれ

ていた。次にジュネーブからパリーに飛びナンシ

ーを訪れた。

ナンシーはパリーから急行で3時間の，西ドイ

ツよりの所で林業試験場と林業学校がある。林業

学校は1824年の創立で，森林法の制定などフラン

スの林業行政にも貢献のあったもので，南阿など

からの留学生が多い。

フランスの森林の特徴は広葉樹林（70％）と中一
一

、

アムステルダム（オランダ）ベルンにて（スイスの首都）a

~＝

なものであった。

また事業官庁の営林局署では，各国とも，ゆっ・

くりと時間をかけて説明やら，現地案内をしてい、

ただいた。管轄する森林面積が日本よりも小さい

にしても，少ない人数で，どのようにして事務が

処理されているかはとうとう理解できないで終っ

たことが残念である。

以上の旅行に当って東京大学の搬教授，平田博

士に旅行先への紹介をわずらわし，林野庁横瀬計

画課長はじめ多くの方呉から視察についての御注

意をいただいた。これらのことごとは非常に役立

ち有難いことであった。ここに厚く感謝の意を表

し，この文を終る。

林（29％）が多いことであるが，ここで見学した

のも広葉樹林であった。風倒跡地にトウヒの造林

をしているが，大部分はナラ，ブナの天然更新を

行なっている。ブナ材の売れ行きが悪いという

し，地形的に針葉樹の造林が可能と思われるの

で，何故造林を行なわないかと問うたところ，天

然更新が可能だからという説明であった。

フランスの森林面積分布の高いのは南東部のラ

ンデス地方であるが，小面積の森林からなってい

る。このナンシー付近は森林面識の少ない地方で

あるが広い牧草地がつづき，農家が西ドイツにく

らべて貧弱に見える。パリーはさすがに美しい

が，一歩郊外に出ると西ドイツの都会も村も余り
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西ドイツの

国際林業･林産展

を

見る

1

齢k業試験場保護部〕

宇田川竜男 一
一

昨年(1963)の9月20～27日に，西ドイツのミュンヘ

ンで，林業・材産ならびに狩猟に関する国際展が開かれ

た。わたくしは，たまたまこれを見る機会にめぐまれた

ので，いささか門外漢の見学記のうらゑはあるが，会場
…‐.、占・P年､函･毎号:戸雨~~~~~…蚕露壷－．4……宗"…，．蓮一審－－.…｡－割…ｦ可戸で玩元…

①
②
③

集材用の大型クレーン車と，集材車（後方)。

パルプの原木を職承込むクレーン付の運搬車。

運搬用のトレラーに素材を動力で巻きあげる装

置。

援娼用のリフトを備えた小型トラクター。

パルプ用のチョッパー車（前方）と，運撤車。

林内で偉力を発揮する万能な林業用トラクター

大径木用のチョッパー車。

発動機による製薪機と，結束機（右)。

積込機を備えた薪運搬車。薪は針金で結束して

ある。

林道用の小型トラクター｡ローラーなどもある。

作業員の宿泊用のトレラー｡大小いろいろある。

軽量にできているチェンソー。

小径路用の除雪機。発動機によるラッセル式。
自動剥皮機。虫害木の剥皮などに用いる。

④
⑤
⑥
⑦
③
⑨

＃

綴

蕊一癖

織蕊
轟
慰
漣

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

L

鴬
鞠

,霊

圧

F可

守露ろ唾

① ②

で写した写真を主にして，ここにその模様をご紹介しよ
う。

展覧会はミュンヘン市の常設展覧会場の18会場と広場

があてられ，このうちの8会場稔狩猟に関する展示で，

ドイツにおける狩猟が，いかに林業と密接不離の関係に

あるかがわかると思う。林業関係の展示は，各部門とも

解説的なものが多かったが，機械類はさすがに機械化林

業国にふさわしかった。林産関係も組立ハウスを含めた

大がかりなもので，西ドイツ林業の高い水準を示すのに

十分であった。つぎにそれぞれの写真について，説明を
加えよう。 ③
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二
一

⑧

④
⑤
上
下

右⑥

ﾛ

▲

ー

下⑦

日本休業の源流であるドイツ林業を現地に見ると，臆

とんどが平地林，しかも針葉樹林なので，北海道の森林

を歩いているような錯覚におちいる。ただ自動車道路の

発達と，これにつづく林道のよさは，うらやましき限り

である。このように立派な道路網が張りめぐらされてい

るうえに，林業の機械化が進められているから，ドイツ

林業は省力的であり，きわめて能率的である。したがっ

て，伐期が長く，労賃の高いドイツでも，林業はなお産

業上の重要な位置を占めているのであろう。

ドイツの林業機械を見ると，一般に軽量化が進み，ト

ラクターなどの車も，車体の幅を狭くして林内での行動
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性を付与してあって，わが国のように，大型トラックを

林内に乗り入れて撤出することはないようである。その

ほかの機械類にしても，林業用として開発したものが多

く，農業からの借り物的なものはあまり見あたらない。

なかでも除雪機，自動剥皮機ならびに苗畑の除草機など

わが国でも大いに研究の必要があろう。富た林産部門で

は，チェンソーの自動目立織や移動式製材機など，さす

が機械国であるドイツの名にふさわしい，がっちりとし

た製品が多く展示されていた‐

｜左⑨上⑫

《
一

’
▲
画

左⑩‐上 ⑬

'

＝

＝

上⑭左、

吟一
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閏林政のよりどころ
溌

その

｢経済的自由」

として

大崎六郎

〔宇都宮大学教授〕

わたくしも一介のサラリーマンである。だが一般のサ

ラリーマンと異なるところは，比較的誰からもかまわれ

ず誰のことも気にかけないで，気ままにいることもでき

るという点である。林学や林業にかかわりのある人六は

たくさんいるから，たとえある一人のご気嫌をそこねて

も支持してくれる代わりの人を象つけることができるか

らである。だから一定の範囲内で仕事の時間を自分でき

めておりながら俸給をもらっていることにもなる。「時

は金なり？」と認歌すべきなのかも知れない。しかしこ

う､した自由の範囲は，必ずしもわたくしに自然に与えら

れたものではないから，もしわたくしがこの範囲を広げ

る努力を今後怠ったら，たちまち圧縮されてしまうだろ

う。自由とはたたかいとるものなのである。

このごろ国有林解放論議がヤカマしい･理屈はいろい

ろあるだろうが，要するに国有林地帯に住む人たちが経

済的自由の範囲を広げたい運動なのである。これに対し

て，解放運動の理由が昔と今，あるいはまた東日本と西

日本とでは種類がちがっているとかの分類学？をやるこ

とも必要かも知れない。国有林の公益性と企業性とをい

かに調和させるかと首をヒネる会議も悪いとはいわな

い。開拓の残した爪あとや，林地の集散をタテに解放反

対を書きまくることもよいだろう。アソコでは誰が解放

運動の火つけ役や火けし役をつとめているとか賞罰情報

を流すこともありそうなことである。

しかし経済的自由を要求したそもそもの起こりは，フ

ランス革命における人権宣言だといわれている。要する

に，国民の間に経済的にはもちろん社会的・政治的に不

均衡を生じたことによる不満の爆発なのである。国有林

解放論はむしろこのような点に起こるべき根本原因があ

る。そしてカンタンには，住民の肌に，国有林の経営が

適切でなく，お役人が横暴であると感じたとき，直接的

に起こ為ものだといいたい。したがってカンタンに、地

元施設の手直しぐらいで能事終れりのクリカエシでは，

解放論の根はいつまでも絶えないであろう。根本的にズ

膠ているからだ。

※
、●／
●X●

ジ

わたくしたち夫婦は昨年銀婚をむかえた。よくもマア

長持ちしたものだと思う。それというのも,｢アナータ」

「ナアンダイ」の仲であるからに相違ないが，わたくし

は時をイーヤいつも次のように心がけてきたつもりでい

る。

いままで一般に，ヤマトナデシコは自由を欲せず‘狭

いが安全な領域でかこ震れた制限された生活に耐え，他

方マスラタケオは制限に耐えない精神をもち積極的に行

動の余地の広いことを望んできたbそこでタケオのもつ，

自由の一部分を制限してナデシコの方に振り向けること

がぜひとも必要であり，それには家庭というなかでの民，

主政治的行為？の力関係によるほか解決の道はないと思・

う。いかに、放談簿でもノロケはいい加減にしておく。

さて各都道府県や市町村に勤める人為による職員組合

が相集ま.って毎年自治研という集会をもっている。それ・

が中央集会となると全国から5,000人ほどの代表が寄っ．

てきていろいろの分科会にわかれて討議をし，その内容

をとりまとめていく仕組になっている。この自治研の雄

印が「地方自治を住民の手に」というのであるがら，経

済的自由の一部分を国から地方へ振り向ける問題にも結

びつくであろう。それなのにこの数年間林業部門からの，

問題提起はゼロか，またはやっと栃木県からだけの有様

である。したがっておトナリの農業部門などは400名に

も達してケンケンガクガクなのに，林業分科会は自己紹

介もやれるまるでコンシン会といった調子である｡･県庁

などの新鋭クラスがこんな及び腰では，いつまでたって

も国のアテガイプチの地方行政から浮かび上がれるはず

がない。

悪口のついでに言うが，比較的マシな栃木県材務職員

であっても，職員組合が昨年行なった「自治研アンケー

トの集約」を見て，わたくしは駕き，かつ呆れたのであ．

る。自分が会劉を払っている組合のやあ「自治研につい

て」「知っている者」は林業部門が最低率である。どれ

はマア驚いた部類にはいる。ところが「仕事に対する不

満について」は「給与が安い」と思う者が最少で，「最

近の健康状態についての自覚症状」は「胃が悪い」者が

最多となると，ただ呆れざるを得ない。給与がよくて胃

の調子の悪いサラリーマンは重役だけかとわたくしは思

っていた。こんなタガのユルんだし主う油ダルでは，経

済的自由というウマ酒を国から分けてもらおうにも，蛍

ず力さえはいる童い。
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るまでの所要年数約十年を，5年内外に短縮している例

が多い。しかしながら，成林後の材獄成長量を肥培によ

って増加させることは困難であって，毎年5立方メート

ルの成長量を10立方メートルにすることは不可能に近

く，伐期を半減できないばかりでなく，途中で成長が衰

えはじめることがおこりかねない。たとえば九州地方の

木場作で，伐採跡地を開墾して農作物を栽培し，その間

へスギ苗を植えると，初期の成長はさかんであるが，壮

齢以後の成長が悪くなるという人が多く，肥培のぱあい

にもこれに似た傾向が考えられないわけではなく，すで

に実例があらわれているという人がある。

広葉樹の早生樹種ではる～4年生で成長が衰え始め，

追肥によって再び成長がさかんになった例があるが，肥

培によって生産を増強して伐期をさげるには，多くの肥

料と労力とを必要とするから，木材の価絡が高くならな

いかぎり，収益性がうたがわしい。

とくに企業林業で雇用労力にたよっているばあいに

は，肥培の効果が著しくないのが普通で，成長をさかん

にするには造林保育に特別の注意と多大の労力とを必要

とするように思われる。

林業を農業化して，林地肥培などによって伐期をさげ

ることを，林業の近代化であるという人があるが，その

収益性に疑問があるばかりでなく，伐期低下にともな；

て毎年の造林面祇が増加することが最大の欠点である。

造林のために多くの労務者を必要とするのは最初の数年

間だけであって，壮齢以上になるとほとんど労力を必要

とすることなく，林木がさかんに成長するのが林業の特

性である。

二代目・三代目の造林成績が悪くなるといわれている

が，伐期が低いほどその弊害がはなはだしいはずで，皆

伐のさいに地表の有機物や表土の一部を失ないやすく，

また立木が地力の維持や治山治水の効果をあらわすのは

壮齢以後であるから，近代化であると称する短期育成は

林業を破壊するおそれがあって，いわゆる技術の革新は

決して改善ではなく，むしろ林業に対する反逆である。

日本人のようなせっかちで功利的の人間は，合理的な

林業を経営するには不適当であるが，農業は林業よりも

集約な産業であると考えて，国民経済上の利害得失を検

討することを忘れて，森林を農地としたり，また艇業の

サルマネをして林業を艇業化することは，林業破滅の禍

根になりかねない。

～

自 由論壇

、

||||||||||||||||||llllllllll|||||||||||||||lllll
0 0 0

技術革新による

短期育成

一

中村賢太郎

〔東京大学名様教授〕

艇業は林業よりも技術が進歩しているという思想か

ら，林業の艇業化すなわち農業のサルマネをしたがる林

業人があって，短期育成ムードがさかんになっているこ

とは，林業の本質を理解していないためであって，これ

を再検討することが急務である。

生産期間の短縮はほかの産業では増産を意味するとし

ても，林業では材積収穫最多の伐期齢を尊重すべきで，

伐期をそれ以下にさげれば材積成長量および適正な伐採

材積は減少するはずである。小丸太の需要が多くなって

高く売れたことが，密植を有利とし，また伐期ひきさげ

の理由になったが，最近には小丸太の売れゆきがわるく

なってきた。

密植による増産には疑問があるばかりでなく，実際問

題として，苗木が高くなったのと，労務者がたりないた

め，植付け本数はむしろ減少する傾向がある。

林木育種によって将来の生産がふえるとしても，現在

では不良母樹のタネを使わなくなったことが最大の利益

であろう。

いわゆる技術革新のうち，効果がもっともいちじるし

も､と考えられているのは林地肥培であるが，一部の指導

者が主張するように，伐期を半分にさげられるものでは

あるまい。コンクールで入賞する篤林家または篤農家の

造林地では，苗木の成長がすばらしく，閉鎖して成林す

●

1

《
｛

0 0 0
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むずかしいけれども，学者や林政の当事者の記事は，現

下の林業の問題点を示してくれるので，有益で興味溌多

い。特に最近国有林開放の問題や林業基本法の問題の論

争が，われわれ実地にたずさわる者の意見のまとめに非

常に役立ちためになる。自由論壇の論争も，われわ燕の

レベルなゑにおもしろく読ませる。伐採造林の考え方技

術など現在の動向の先頭をしらせてくれるのもありがた

い。最近非常にバラエティに富んできた。林業にたずさ

わる下部職員も，理論的な裏付けを誰も欲している。規

程や通牒は人を納得せしめることが少ないので，こうい

う記事で仕事の意欲を起こさせてもらいたい。広い読者

層の全部にアシビールすることはむずかしいし，すると

なればテレビの歌謡曲のようにききめも少なく，スイッ

チを切りたくもなろうというもの，編集者の苦心の存す

るところと思うが。最後に希望を要約すると，為政者や

学者の論文をもっと読象やすく，ダイジェストしてもら

いたい。解説記事がほしい。写真や図表をもっと多く，

観念的でなく具体的に呑み込ませてほしい。座談会など

も毎号のせた方がよい。カラーを入れたらどうでしょう

か。華やかに開いて象たくなる。一般にも投稿の意欲を
そそるような企画はないものか。内部に向ってだけでな

く林業家としての立場を通じて，もっと大胆に堂女と政

治経済社会にいどむような，権威ある発言をわれわれは

のぞんでいる。

●●

林業技術者の

感想

④●

吉田邦男
〔諏訪営林署〕

｜
申

発刊以来林業技術を読んでいる（いやとっている）一

営林署員の感想を申し上げる。わたくしの署では，課長

以上の幹部と技術関係の係員がとっているが，事務系職

員はほとんどとっていない。月給職員の約四割である。

営林局全体の賊読職員中よみこなす力のある大学卒ぐら

いからの者は二割ぐらいではなかろうか。一般の下級職

員には，お蕊理でとっている人が多い。その原因を考え

て象ると，論文ばかりでとりつきにくいむずかし過ぎる

という。上部官僚や大学教授級の技術,林政の，1,ツプレ

ベルの記事ばかりで食いつけない。身近な業務にすぐ応

用できるものが少ないという。わたくしが考えても一応

営林署の林業実務一般をある程度経験していないと無理

もないとおもう。わたくし個人の感想としては，やはり
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、

（2）測定精度の劣る森林調査簿がある。

（3）最新の航空写真がある。

Ⅱ次の問題について解答せよ。

あなたの専門とする事項について，あなたの行なっ

た調査研究・設計施工あるいは発明考案などのうち，

あなたが将来技術士となった場合に役立つと思われる

ものについて述ぺよ・

Ⅲ次の8問題のうちから1問題を選んで解答せよ。

Ⅲ－1密植林を実行する場合，技術上ならびに経済

上，留意しなければならない点を述べよ。

Ⅲ－2わが国で行なわれている，いろいろな森林評

価について述べよ。

Ⅲ－5洪水の被害は，流材によって激化されること

がしばしばある。これに対する，効果的な防止

法について述べよ。

Ⅲ－4土壌型によって，造彬薗地判定を行なう場合

の問題点を述べよ。

Ⅲ－5企業的林業経営（企業性を指向するような経

営）の立場から，林種転換について考慮しなけ

ればならない点について述べよ。ただし，林地

保全の問題はないものとする。

Ⅲ－6最近の大被害をあたえた森林病虫害の概況を
●

述べ，今後の造林技術のあり方について論ぜ

よ･

Ⅲ－7林道の構造に関し，その埜準を定める規程の

具備しなければならない内容について述べよ。

Ⅲ－8森林の予備調査で，プロット当り平均材職と

標準偏差が下表のようにわかっている場合，そ

れぞれのプロットに対する信頼度95%,目標精

度10形の抽出個数を求め，プロットごとの調査

総面較を計算せよ。また，調査所要時間が次表

の通りとすれば，どのプロットの大きさが最も

適当であるか。ただし，抽出個数算定には有限

補正を無視し，またプロット調査には移動時間
は考えないものとする。

鯵 ●●●、 一

昭和38年度（林業部門）

技術士本試験問題

1次の6問題のうちから，あなたの専門とする事項

（受験申込書に記入した「専門とする窺項」）に関連

の深い問題を選んで解答せよ。

1－1最近における広義の造林技術の傾向からゑ

て，あなたの専門に最も関係の深い事項につい

て，技術指導上問題となる点について述べよ。

1－2ある森林の生産I生向上に関して相談を受けた

場合，経営運営の立場から，調査および勧告し

なければならない事項について述べよ。ただ

し，この森林は次のような状態にあるものとす

るが，必要に応じ，適宜他の条件を設定して差
●●

つかえない。

（1）面積は林業を専業とするに足る十分の大き

さを保有する。(2)立地の自然的・経済的条件

・は標準的である。(3)労働事情はかなり窮屈で

ある。(4)資金面の心配はいらない。

1－3荒廃地復旧山腹工事施工上，注意しなければ

ならない事項および問題点について，下記5地

帯のうち，1つを選んで説明せよ。

（1）寡雪寒冷地帯（2）多雪地帯

（3）夏季乾燥地帯

1－4利用価を生じていない幼齢林を含む針葉樹人

工植栽林と，天然生広葉樹林のある森林があ

る。その森林について，評価をたのまれた場

合，あなたの選ぶ評価方法，およびそれに必要

な調査事項について述べよ。

1－5ある森林組合から「森林所有者の負担をでき

るだけ軽減できるように」という希望を付し

て,1,000ha余にのぼる地域の林道網の策定に

ついて相談があった。この場合，そのために考

慮しなければならない技術的視点と，それらに

必要な調査事項ならびに問題点について述べよ

I－6次のような条件で，サンプリングにより森林

資源調査（林種別･樹種別･齢級別などの面積・

蓄積の調査）を行なう場合，最も良いと思われ

る調査方法について述べよ。

（1）地形図以外に何も資料がない。
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(5)硫酸アンモニア
東京営林局38年度

養成研修普通科選考試験

〔実務問題〕（末完・〔45〕まである）

〔23〕崩壊地に植生が侵入するために次のうち最も大切

な条件はどれか。

（1）表土が深く，傾斜が緩かなこと。

（2）寒暑の差が少ないこと。

（3）土砂が動かないこと。

（4）日照時間が長いこと。

〔24〕床固工の目的は次のうちどれか。

（1）土砂，石礫を貯留する。

（2）土砂を貯えて溪床勾配を緩かにする。

（3）山脚部の固定をはかり山腹を安定させる。

(4j現在の溪床勾配以上に侵蝕しないようにする。

〔25〕森林の土砂崩壊防止の効果について次のうち誤っ

ているのはどれか。

（1）広葉樹は針葉樹より有効である。

（2）単純林は混交林よりも有効である。

（3）疎林は密林より効果が劣る。

（4）強靭な根系を有するものの，脆弱なものより有

効である。

（5）陽樹は陰棚より効果が劣る。

〔26〕治山事業と最も密接な関係を有する保安林は次の

うちどれか。

（1）水害防備林

（2）土砂崩壊防備林

（3）防雪林

（4）落石防止林

（5）土砂流出防備林

〔27〕苗木の植付にあたって次のうち誤っているのはど

れか。

（1）苗木を山に植える場合，細根と土壌が密満する

ように根は広げて植える。

（2）植穴は拡がり以上大きく掘り良く耕す。

（3）植付中は苗木の根を乾燥させないことが必要で

ある。

（4）植穴に付近の落葉を入れて苗木の根を保謹する

（5）スギは水仮植してよいが，カラマツは水仮植し

ない。

〔28〕次のうち有機質肥料はどれか。

（1）尿素

（2）塩化加里

（3）鶏糞

（4）過燐酸石灰

〔29〕次のうち苗畑除草剤はどれか。

(1)B.H.C

（2）シマジン

（3）グリンナー

（4）ウスプルン

（5）カゼイン石灰

〔30〕次のことがらは，苗畑として必要な条件をあげた

ものであるが，誤っているのはどれか。

（'）排水の悪い苗畑は多少傾斜のある方がよし､。

（2）苗畑は造林地と気候，土壊が似ている所がよい

（3）夏の乾燥期に土壌が過度に乾燥するところは北

面に少し傾斜した方がよい。

（4）機械化のためには苗畑の区画は小さい方がよい

（5）寒風に吹きさらされないことがよい。

〔3,〕月雇作業員にでき高払によって伐木造材作業を実

行させる場合の功程単価の決定方法として最も正し

いのは次のうちどれか。

（')簡灘:3鰯蕊

(2)髭度脅爽:作繁量

倒標側鎖乍賃業金逓
側蕊標準瀧作賃業金職

（基底額×滞十地区調薙給）
（5）
標準作業堂

〔32〕製品生産事業の必要性について次のうち誤ってい

るのはどれか。

（'）奥地林の利用開発をはかることができる。

（2）木材の需給調整をはかるため必要である。

（3）経営案指定収穫量に無関係で弾力的に収穫がで

きる。

（4）林業の機械化，近代化の推進をはかるために必

要である。

（5）林業労務者の労働条件の改善向上をはかること

ができる。

〔33〕素材の生産地点を決定する場合，次のうち最も重

要なものはどれか。

（1）生産費はかかっても処分上最も有利な地点とす

る。

（2）生産蕊の許す限り最終地点とする。

（3）前年度の地点を踏襲する。

（4）生産費が安く処分上最も有利な地点とする。

（5）労務者の雇用量によって地点を決める。

亘
邑

4

芦
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あてに五万分の一地形図に必要な区域を図示して照会す

ればすぐわかります。必要な区域が撮影されていること

がわかった場合には定められた様式で林野庁計画課長あ

てに申し込象ます。複製作業は日本林業技術協会が行な

う仕組承になっています。

2．都道府県撮影のもの

都道府県の撮影した区域は都道府県林務部（課）の森

林計画係，林野庁計画課資源調査班または民有林班か当

協会測壁指導部あてに林野庁撮影のものと同じ方法で照

会すればすぐわかります。必要な区域がわかりましたら

まず都道府県の林務部（課）と相談し，複製の許可を得

る必要があります。この手続きは，文書で県知事あてに

行なってもさしつかえありません。（営林局署は許可手

続不要)こうして許可が得られたならば,その許可証また

は承認書を添えて，林野庁計画課長に申し込めば前項と

同様の仕組象で入手できます。

ろ国土地理院撮影のもの（米軍撮影のものを含む）

国土地理院の撮影した区域ば，国土地理院国土基本図

課または日本測量協会に照会すればわかりますが，林野

庁計画課でもわかります。この手続きは日本測鐙協会に

申し込むことになっておりますが詳細は同協会が発刊し

ている機関誌「測量」に毎号掲載してありますので同誌

を参照して下さい。（本会）

圖稠識室
◆質問縦半島の地形および植生状態を調べたく判
読用空中写真を入手する方法をお知らせ下さい。

（新潟大学林学科2年生）

●答空中写真を入手する方法については｢森林航測」
にたびたび掲戦してきましたが，とくに38号-1963年5

月号一に林野庁計画課の福原正雄氏が詳細に説明されて

います。しかし空中写真の応用分野が広まり利用する人

をも多くなりましたので回答にかえて全般的な入手方法

について説明します。

1．林野庁撮形のもの

林野庁ならびに各都道府県が撮影した空中写真はネガ

フィルムは一連の山番号と撮影地域名で表示され，林野

庁に保管されています。

例－1国有林の場合山89－知床（北海道）

民有林の場合山324一北川（宮崎県）

そこで林野庁の撮影した区域は，営林局計画課測定

係，林野庁計画課漬源調査班あるいは当協会測量指導部

一

0－－曲■■■■ｰ■一ー由一‐■■ー‐ーー■■ー■■■■■l‐■■ー＝画一一一一一二＝＝‐■■■p■■■■■B■■ー■■＝■■■■■卓I■■一－－日■■■■■■■~一ー函一■■ー■Ⅱ■■■■一元一F一一一一一一頁一一一一一一

ジノサマツGmusresmosa),リギダマツ(PinuSrigi-

da),バージニアマツ(Pinusvirginiana),テーダマツ

(Pmustaeda),スラッシュマツ(Pinuselliotii),ユリ

ノキ(Liliodendrontulipifera),アメリカフウ(Liqui-

dambarstyraciaua),ポンデロザマツ(PinuspOnde-

rosa),ダクラスモミ(Pseudotsugamenziesii)の10種

類であるが，後段の導入樹種の適地域という項には，31

種類の北米産樹種について日本での適地を示した表があ

るし，また，付表3の「北米産主要樹種の造林的性質一

覧表」では，17種類について記戟されている。

また，付表1の｢米国各地の気候表｣，付表2の「日本

各地の温煙指数表」は，他の仕事の参考に供するにも大

へん便利である。さらに付表4の「北米産主要樹種の精

選種子粒数」の表は62種類の種子粒数が示されていて，

種子を注文するときに役にたつ。

このように小冊子ではあるけれども，北米産の樹種に

ついての知識を深めるのに，有効適切な良書ということ

ができる。あえて，関係各位に一本をそなえられんこと

をおすすめする。（林試造林部草下正夫）
、

一_＝一一一』一一一n一画■－－4－

申

参 篭鈴 、

《
夢

外国樹種の造林環境

石川健康著

日林林業技術協会刊,A5判
本文113頁，芋380（〒50）

林業試験場造林部長，同北海道支場長，関東林木育種

場長等を歴任された石川健康氏が，育種場長当時アメリ

カ合衆国に留学して，親しく原産地での生育状況を視察

した知見をもとにして，その際得られた資料その他各種

の参考資料を参酌して，主要な樹種をとりあげて原産地

における分布，造林上の性質，成育状況その他につい

て，懇切な解説を加えて一本としたのが本書である。と

りあげた樹種は，バンクスマツ(Pinusbanksiana),し
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で，全国営林局長会議を開催，39年

度予算編成方針，林業基本対衆要綱

（案）を説明，39年度予算執行方針

として，各局単位の予算権限は，局

長権限にすると指示した。

◇中央森林審議会総会

中央森林審議会は，27日総会を開

き林野庁がま~とめた「林業基本対策

要綱（案）を審議，承認したが，国

有林野事業の使命が民有林を含め，

日本林業全体にとって指導的役割を

持つという趣旨がもり込まれる必要

があると付言した。

◇第15回土緑化推進委員会

国土緑化推進委員会（委員長，田

中衆院雛長）第15回総会は，1月29

日東京平河町の都道府県会館で開か

れ，59年度収支予算，同事業計画な

どを承認したが，この総会で,翻上

に総力を結集することの決議をあわ

せ行なった。

業信用基金出資3億，治山その他5

億円，計50億円である。

◇39年度林野関係一般会計

59年度林野関係一般会議予算は，

29,986,716千円で，うち公共が

26,964,340万円非公共5,022,576千

◇林業団体が林業基本法制定で要望

､日本林業協会(会長，周本英雄氏）

さん下の各会団は「林業基本法制定

にあたっての要望」を関係各方面に

行なった。その要点は①国有林の国

土保全上の使命と企業的役割を明確

枢し，将来，公社や特殊法人への移

行を検討するほか，売払い方式の改

善を行なうべきであること，②産業

としての林業を確立させるため民間

林業者が意欲をもてる諸条件をつく

り林道網の整備拡充，経営計画の樹

立と促進，企業会計制度や税制を改

善することなどである。

◇39年度国有特別会計

59年度国有林野事業特別会計予算

は歳入，歳出とも約990億円で，こ

れは対前年度比6％増に当たり，収

穫量は2292万4千nl3で，一般会計

へのくり入れは，森林開発公団27億

円挫林漁業金融公庫出資15億円，林

姪

■
，
ｂ一
一

円で'これは対前年度比,公共は14,6

影，非公共は，11,2筋それぞれの増

となる。

◇国有林野事業特別会計

39年度予算執行権限は局長に

林野庁は，25日三番町農林省分室

ご憾室
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ただし毎年4月1日から翌竿3月

末まで，

×××

正会員の会費は，前期分について

は支部に6月末震でに，後期分につ

いては，12月末までにお納めいただ

くことになっております。末納の方

が大部多く，年度末を迎え協会の経

理も難渋しておりますので，3月中

にぜひ猫納め下さるようお願い申し

上げます。

会務報告
一

出席者：横瀬，沢田，竹原，佐藤，

杉下の各常務理事と，本会から松

川，松原，成松，

◇独身寮「興林荘」完成

2月22日，本会独身察「興林荘」

の落成式を行なった。

◇第11回編集委員会

2月'11日午後3時から，本会和室

会議室で開催。

出席者：有馬，中村，山崎，大西，

野口の各委員に本会から橋谷，八

木沢，中元。

◇第8回常務理事会

2月22日午前10時50分から，本会

和室会議室での開催。

会費について

正会員年額600円（学生400円）

特別会員〃1000円

心

であろう。ここらで従来の、機械蕊の概念から脱して，

全く新しいものを開発する試象がなされてよいと思うの

だが。

伝最近外国で自動車・船に変わる乗物として開発され

ているホーバークラフトなどの利用はどんなものだろう

か。これならば水の上も，道路のない陸上も楽に走行で

きるという。ただし急斜面ではどうなのか私は知らない

が。（八木沢）

鯵編集室から・黙難鑿麓鳶総
ではすでに作業を完了して，整然と緑の線で画された山

肌を眺め，、ほっと篭一息入れている方盈もあろう，ま

た北の方では，数10年後の成果への期待と責任感を胸

に，一本一本の苗木に丹糖をつくしている人をもいるだ

ろう。

腰本号は巻頭言をはじめ造林に関する記事を数編掲載

した。淡谷氏のいう「造林への意欲」という精神面の強

調，伊藤氏のいう「慣行技術をもう一度見なおそう」と

いう基本技術の強調，ともに造林を進めていく上に欠く

ことのできないことがらである。

惨最近の木材需要の増勢は，木材生産の基礎である造

林に質も鐙も要求している。ところが現状は労務者の不

足ならびに老鮒上と，造林の実行に赤信号が灯されたよ

うな状態であるようだ。そこで作業の省力化，すなわち

機械力の導入が計られているのだが，地形その他自然的

制約を考えると造林作業の徹底した機械化はむずかしい

《
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日本の林業機械センター営業
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………････…(朝日・暁）
⑥集材機．．……．．…･…･…･…・

（岩手富士・南星）

④ディーゼルエンジン…･･･
（久保田･ビクターオート）
⑨ガソリンエンジン…(西ド

イツ･フォルクスワーケン社）
⑥スチール・チェンソー…

（西ドイツ・スチール社）
⑪チルホーーール…･………･･･…
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④刈払機クライスカッター
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i土木建築用資材並びに機械工具類の販売

旧用品,雑貨類の販売

■不動産の保有利用(:鱸篶
1損害楳険ならびに生命保険の代理業
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困函訶虫スチークLヂエンソー
傷害保険付強カダイレクトドライブ式

自動調節チェーン給油装置ダイヤフラム気イヒ器
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伊藤萬株式会社機械部－

Tel(271)2241(代）

Tel(21)1411(代）

大阪市東区本町4の49

名古屋市中区御幸本町4の19

東京都中央区日本橋大伝馬町2の6

TEL(661)3141(代表）
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年産 20肪台を誇る世界最大のクリ大のクリントン社の

淵滑耐磨性があり、

軽量で馬力は最高／

は人加5倍を越え

な樹種でも地上2寸

寸の低位置切脈咄
始動が簡単で､操

構造です。

ログ進呈

大のクリントン社の
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札幌支店
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福岡営業所

高松営業所

大阪市北区伊勢町13TEL(312)8821～7

札l幌市南一条西6丁目TEL(2)4487(4)4726
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日本総代玉里店
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本社：東京都千代田区神田田代町20亀松ビル(電)(253)-3241(代）
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山 は侍ってる！
日本の数知れない森林地帯、山あいを
ぬって、軽いエンジンの音が流れる。
チェンソーと共に生き、世界にマッカ
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